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はじめに 

携帯電話は、いつでもどこでも利用可能な無線ネットワークを用いた通信端末とし

て国民に広く利用されており、平成２３年９月末時点での携帯電話の契約数は１億２

千万件を超える状況となっている。また、これまで携帯電話の主要な用途であった音

声サービスにとどまらず、スマートフォン等を用いた高速・大容量のデータ通信サー

ビスの普及が進んでいる。さらに、携帯電話の通信モジュール 1の小型化・低廉化を

背景に、電子書籍、カーナビゲーション、ゲーム機等に組み込まれることにより、携

帯電話のネットワークを利用した機器間通信（Ｍ２Ｍ 2）の需要も急速に広がりつつあ

る。 

携帯電話の契約数（Ｍ２Ｍサービスを含む。）は、直近の１年間で約７００万件増加

しており、現在のペースで携帯電話の電話番号数への需要が続いた場合、平成２６

年初頭には、総務省から電気通信事業者に指定できる電話番号の不足が想定され

る状況にある。 

このため、携帯電話に関する通信需要の増加に適切に対応し、利用者ニーズに

応えるためには、現在、携帯電話の電話番号として使用している０９０及び０８０番号

に続いて、新たな電話番号の導入を検討するなど、携帯電話の電話番号数の拡大

を検討する必要が生じている。また、新たな電話番号の導入の検討に合わせて、既

に０７０番号が割り当てられているＰＨＳとの間で、利用者から見た携帯電話とＰＨＳ

のサービス内容や料金等に関する比較を行い、携帯電話とＰＨＳ間の番号ポータビ

リティの導入の是非について検討することが利用者利便の向上等に役立つものと考

えられる。 

本答申は、携帯電話の需要増加に伴う電話番号の不足に備え、新たな電話番号

の導入などについて検討を行うとともに、利用者利便の向上の観点から携帯電話と

ＰＨＳ間の番号ポータビリティの検討を行い、現時点で想定される課題を可能な限り

網羅した上で、在るべき方向性について検討を行ったものである。 

また、今後のネットワークのＩＰ網への移行を踏まえ、第一種指定電気通信設備と

の直接の網間信号接続を規定する電気通信番号の指定要件について、今後の携帯

電話やＩＰ電話等におけるサービス提供形態の多様化を図る観点から、当該指定要

件の在り方について検討を行った。 

                                                
1 機器にネットワーク機能を実装するため部品。 
2 Machine to Machine の略。人が介在せず、機械が相互に通信しあう通信形態。自動販売機やセ

ンサーを搭載した計測機器など、多様な機械に通信モジュールが組み込まれ利用されている。今後

は、ディスプレイを搭載した機器に映像や画像を表示させるなどの利用も見込まれる。 
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第１章 携帯電話の電話番号の将来需要について 

１）現状 

携帯電話の電話番号については、携帯電話の利用者の増加に対応し、新たな

０Ａ０番号が順次開放されていった結果、平成１０年には、０１０、０２０､０３０､０４０､

０８０､０９０という多くの０Ａ０番号が利用される状況が生じた。 

携帯電話の需要増加に適切に対応するため、また、多くの０Ａ０番号を集約する

ことにより携帯電話の電話番号の識別性を高め、新たなサービスに利用可能な０

Ａ０番号を確保するため、平成１１年に携帯電話の電話番号の桁数増加（１０桁か

ら１１桁に）とともに０９０番号への統合が行われた。その結果、０１０、０２０、０３０、

０４０、０８０が０Ａ０番号の空き番号となり、０１０番号は国際プレフィックス番号、０

２０番号は無線呼出しサービス（発信者課金ポケットベル）に利用されるようになっ

た。平成１４年には、０９０番号の約１億番号容量では、増え続ける携帯電話の契

約数に対する電話番号の不足が想定されたため、携帯電話の更なる需要増加に

対応するため、０９０に続いて、０８０番号を導入し、現在、これらが携帯電話の電

話番号として広く一般に認識されている。 

携帯電話の契約数は、固定電話の契約数が減少傾向にある中、平成１８年度

末において１億を突破して以降も、拡大を続けている。固定電話に加入せず携帯

電話のみを利用する若年層も増えてきており、平成２３年９月末時点では、携帯電

話とＰＨＳの契約数は１億２，７２８万契約となっている。 
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出典：（社）電気通信事業者協会公表資料  

資料１．携帯電話・ＰＨＳの契約数の推移 



5 

携帯電話は、スマートフォン等の導入に伴い、高速・大容量通信を生かしたデー

タ専用端末と音声サービスを利用する端末の２台を使う利用者が増えており、ま

た、電子書籍、カーナビゲーション、テレメータリング 3等のＭ２Ｍサービスでの携帯

電話の利用が増加し、携帯電話が、音声サービスだけでなく、データ通信サービ

スや生活に関する様々な情報を取得する情報通信端末としての利用が広がって

いることにより、引き続き、電話番号の需要増加が見込まれている 4。 

こうした携帯電話の需要増加に対し、総務省では、平成２３年３月末時点で、携

帯電話の電話番号として指定可能な１億８０００万番号のうち、既に１億６０７０万

番号を指定しているところである。 

現在、１，９３０万番号が携帯電話の電話番号として指定可能な番号数として残

っているものの、携帯電話の電話番号の直近の需要から、年間約７００万番号の

ペースでの指定が見込まれるため、平成２６年初頭には、総務省から電気通信事

業者に指定できる電話番号の不足が想定される。 
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現在の需要が続くと、平成26
年初頭に指定可能な電話番

号数が不足すると想定

携帯電話に指定可能な080/090
番号数は約700万/年の割合で
減少

資料２．携帯電話に指定可能な電話番号数の推移 

このため、現在携帯電話の電話番号として利用されている０９０及び０８０番号

                                                
3 遠隔計測。データを計測する機器まで人が出向く代わりに、機器が収集したデータを自動的に通信

回線経由で受け取ることで、効率的なデータ収集を可能にする手法。電気、ガス、水道のメーター計

測等がある。 
4 現在、携帯電話のネットワークを利用したＭ２Ｍサービスでは電話番号が用いられている。 
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以外における新たな携帯電話の電話番号数の拡大策を実施する必要が生じてい

る。携帯電話の電話番号の将来需要を踏まえ、必要な番号容量や導入時期を早

急に決定する必要がある。 

２）主な意見 

イー・アクセスからは、「携帯電話については、音声サービスを主たる目的とした

用途としては、今後需要の伸びが安定化するものと考えられること、一方、データ

通信用途の需要は今後も大きく、高速化や料金の低廉化による市場の拡大により

更なる市場の拡大が予測される」旨の意見が示されている。 

ウィルコムからは、「携帯電話サービスの契約数が年間約７００万件の割合で

増加していることから、今後も同様の割合で増加する前提での検討が必要であり、

Ｍ２Ｍサービスの潜在的需要の存在を考慮すると、現在のペースよりも更に伸び

が大きくなる」旨の意見が示されている。 

ＮＴＴドコモからは、「Ｍ２Ｍサービスは、まだ黎明期であるため、今後の需要を

予測することは困難である」旨の意見が示されている。 

日本通信からは、「Ｍ２Ｍサービスの需要については、予測の域を出ないもの

の、既に利用され始めている電子書籍端末や河川水量監視センサー等への応用

のみならず、今後明らかな需要が見込まれる農業用センサーや街路灯へのアプ

リケーションなども含めて、Ｍ２Ｍサービスへの通信の適用は、今後１０年間で１０

億契約に達する可能性がある」旨の意見が示されている。 

３）考え方 

今後の携帯電話の需要に耐えうる番号容量を確保するためには、短期的な視

点だけでなく、中長期的な視点から、携帯電話の電話番号数の拡大策を講じる必

要がある。 

携帯電話・ＰＨＳ事業者からは、現時点で、Ｍ２Ｍサービス市場の本格的に立ち

上がる時期や、その規模について予測するのは困難との意見がある一方、Ｍ２Ｍ

サービスの需要は直近で急激に普及する見込みはないものの、潜在需要は相当

数あるものと見込む意見がある。 

各事業者からのいずれの意見も、Ｍ２Ｍサービスの需要増加も含め、現在の携

帯電話の需要程度では伸びていくという点では一致しており、少なくとも、現在の

番号需要を前提として携帯電話の電話番号数の拡大策を検討する必要がある。 

従って、新たな携帯電話の電話番号の指定に支障が生じないように、利用者へ

の周知やネットワーク等の改修に係る期間を考慮し、平成２４年には、携帯電話の

電話番号数の拡大策としての電話番号を決定することが適当である。 

なお、急激な電話番号の需要により、携帯電話の電話番号が急に不足すること

がないよう、携帯電話の利用動向や電話番号の使用状況、Ｍ２Ｍサービスの需要
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動向等について引き続き注視していくことが必要である。 
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第２章 Ｍ２Ｍサービスへの専用番号の割当てについて 

１）現状 

現在、携帯電話やＰＨＳを利用したデータ通信サービスをはじめとして、自動車

のカーナビゲーションや電気、ガス、水道メーター等の管理におけるテレメータリン

グ等のＭ２Ｍサービスでは、ネットワーク端末の識別に電話番号が使用されてい

る。Ｍ２Ｍサービスに係る通信モジュールの契約数については、平成２３年９月時

点において５５２万件で、平成２１年３月時点と比較しても既に２倍以上の契約数と

なっており、携帯電話を利用したＭ２Ｍサービスが様々な用途において急速に普

及し始めている。 

出典：（社）電気通信事業者協会公表資料
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資料３．携帯電話の通信モジュールの契約数の推移 

携帯電話・ＰＨＳ事業者では、利用形態に合わせて通信モジュールの小型・軽

量化や低消費電力化を進めており、それらを活用した電気・ガス・水道メーター等

の遠隔検針、自動販売機の在庫管理、カーナビゲーションによるリアルタイムの情

報提供、タクシーやバス等の運行管理、ワイヤレスによる電子マネーやクレジット

カード決済など法人向けに多様なサービスを提供している。また、個人向けにも、

携帯電話事業者では、通信モジュールを内蔵したデジタルフォトフレームを自ら販

売し、携帯電話からデジタルフォトフレームに写真を送信できるサービスなどを提

供している。 
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また、メーカーやＳＩｅｒ（システムインテグレータ）においても、Ｍ２Ｍサービスに接

続するデバイスからのデータの収集・蓄積、セキュリティ機能等を備えたプラットフ

ォームサービスの提供を開始しており、こうしたクラウド環境を利用したＭ２Ｍサー

ビスの基盤が普及していくことにより、潜在需要の大きい農業やエネルギー等の

分野においてＭ２Ｍサービスの普及が加速していく可能性がある。 

カーナビゲーション

MAP

デジタル
フォトフレーム

ゲーム端末

セキュリティ管理

在庫管理
運行情報管理配車・配送

遠隔検針

電子マネー
クレジットカード

モバイル
ネットワーク

インターネット

ＰＨＳ
基地局

携帯電話
基地局

Ｍ２Ｍサービス用
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資料４．携帯電話・ＰＨＳネットワークを利用したＭ２Ｍサービス

 

資料５．通信モジュールの低廉化 
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No. もの 推計数 出所／算出根拠

1 電子書籍端末 690万 シード・プランニング社『電子書籍端末と関連市場の動向』より電子書籍端末の国内市場
規模予測台数（230万/年）を元に、今後３年間の需要数を推計。

2 ディジタルフォトフレーム 300万 シード・プランニング社『2010年版携帯電話の法人市場展望』より将来的ポテンシャル数
（100万/年）を元に、今後３年間の需要数を推計。

3 屋内外電子公告 200万 デジタルサイネージ端末台数は、世界で2008年75万8000台、2010年推計122万台。国内
は金額換算でこれの18％のため、20万台と推計。未電子化のものが10倍あると想定

4 自動車
（二輪車、貨物・特殊用途含む）

7800万 H22年8月保有台数
http://www.airia.or.jp/number/index.html

5 自転車 7900万 H22年保有台数
http://www.jbpi.or.jp/?sub_id=4&category_id=236&dir_no=TOP_ROOT:160:236

6 IT・白物家電 6億 年間販売台数（2億台）×耐用年数（3年）として算出

7 パソコン 5200万 年間販売台数（1300万台）×耐用年数4年として算出

8 自動販売機 520万 H21年普及台数
http://www.jvma.or.jp/information/2_01.html

9 電気・ガス・水道メーター 2億4000万 H20年の電気メーター数（8000万）×3として算出
http://www.meti.go.jp/committee/meterials2/downloadfiles/g100831a07j.pdf

10 街路灯 4700万 東京都が管理している街路灯から推計

11 自然環境調査用センサ
（地震、CO2濃度等）

3800万 日本面積37.7万平方㎞、1平方㎞あたり100個として算出

12 河川流量監視センサ 100万 河川300mあたり1個として算出
http://www.mlit.go.jp/river/toukei_chousa/index.html

13 農業用センサ 18億5100万 耕地面積463万ha、25平方mあたりに1個として算出
http://www.stat.go.jp/data/nihon/07.html

14 その他 1億6690万 飼育されている犬・猫、パチンコ台、昇降機、駐車場、POS等

計 31億7000万

出典：平成２２年度「将来の電気通信番号に関する調査研究」（ＮＴＴアドバンステクノロジ（株））

資料６．想定されるＭ２Ｍサービスの需要母体 

Ｍ２Ｍサービスの標準化については、ＩＴＵ－Ｔ（国際電気通信連合電気通信標

準化部門）、ＥＴＳＩ（欧州電気通信標準化機関）、３ＧＰＰ 5等の標準化機関などの

場で検討が行われている。 

このうち、Ｍ２Ｍサービスに使用する電話番号関連の検討については、ＩＴＵ－Ｔ 

ＳＧ２及び３ＧＰＰにおいて行われている。ＩＴＵ－Ｔ ＳＧ２において、Ｍ２Ｍ市場の発

展が電話番号に及ぼしうる影響を検討すべきとの提案があり、３ＧＰＰ等の関連組

織に対して電話番号の効率的使用方法の検討を要求するリエゾンを送付した（２０

０９年１１月）。これを受け、３ＧＰＰでは、Ｍ２Ｍサービスにおける電話番号の使用

に対する代替案を検討中である。 

これらの標準化に関する検討の結果、Ｍ２Ｍサービスに使用する識別子に関す

る標準化が行われた場合、例えば、従来、携帯電話のパケット通信では、着信に

は電話番号を用いたＳＭＳ 6による接続処理を行っているところを新識別子によっ

ても可能とするなど、電話番号以外の新識別子が使用可能となることも想定され

る。 

                                                
5 Third Generation Partnership Project の略。Ｗ－ＣＤＭＡとＧＳＭをベースとする第三世代携帯

電話のシステムの仕様の検討・策定を行うプロジェクトであり、主要各国の標準化団体がこれに参画

している。他方、これとは別に、ＣＤＭＡ２０００などをベースとする第三世代携帯電話については、３

ＧＰＰ２において同様の検討が行われている。 
6 Short Message Service の略。携帯電話同士で短い文字メッセージを電話番号により送受信する

サービス。 
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各国におけるＭ２Ｍサービスへの電話番号付与の取組みに関しては、オランダ

では、海水の排水管理や交通制御等にＭ２Ｍサービスが利用されており、需要が

大きいことから、携帯電話の電話番号とは別に、Ｍ２Ｍサービスの専用番号を割

り当てる予定となっている。 

また、フランスでは、近年、Ｍ２Ｍサービスが大きな伸びを示しており、需要の急

増に対応するため、２００９年に０７番号帯を携帯電話の電話番号に割り当てたが、

現在、Ｍ２Ｍサービスの専用番号の創設についても検討されている模様である。 

２）主な意見 

ソフトバンクからは、「電話番号の桁増は、過去の経験から大幅な設備改修が

必要となるため、回避すべき。Ｍ２Ｍサービスにおいては、携帯番号を顧客管理シ

ステムで使用しているため、仮に携帯番号を使用しないような新識別子を用いる

場合はその分の改修が発生するが、電話番号の桁増に生じるコストや時間に比

べ影響は小さい」旨の意見が示されている。 

ＮＴＴドコモからは、「将来的なＭ２Ｍサービスを含めた携帯電話サービスの番号

需要が数億程度と見込まれるならば、新サービス用の０Ａ０番号を確保しつつ、複

数の０Ａ０番号を使用することで対応可能であり、これまでの電話番号を用いたＭ

２Ｍサービス提供の仕組を活用することが望ましい。また、利用者及び事業者の

システムの継続性を確保できるため望ましい。しかし、Ｍ２Ｍの需要が更に大きい

と判断される場合は、新識別子の導入または、桁増した専用番号帯を設けること

が必要である」旨の意見が示されている。 

イー・アクセスからは、「現在、Ｍ２Ｍサービスに専用番号を付与した場合、日本

独自の仕様となる可能性があり、国際協調性を欠くことは国際競争力の観点から

端末調達力やグローバルな観点でのサービスの多様性を奪うこととなりかねない

ため、国際標準の動向に鑑みて、慎重な検討が必要である」旨の意見が示されて

いる。 

３）考え方 

携帯電話事業者の中には、Ｍ２Ｍサービスに係る新識別子が国際標準化され

た後も、新識別子の普及には更に時間がかかるものと推測されるため、システム

の継続性の観点から、既存の携帯電話の電話番号によるＭ２Ｍサービスを利用

できる環境を確保すべきとの意見がある。 

他方、Ｍ２Ｍサービスの需要が数十億の識別子を必要とするなど、大きな需要

が想定される場合は、携帯電話を利用したＭ２Ｍサービスにおいて電話番号以外

の新識別子の使用や桁増した専用番号帯を検討すべきとの意見がある。電話番

号による専用番号帯とする場合は、既存のＭ２Ｍサービス利用者への影響を考慮

する必要がある。 

現時点においては、携帯電話を利用したＭ２Ｍサービスは、携帯電話の電話番

号をそのまま用いており、需要の急激な増加は見込まれていないため、Ｍ２Ｍサ
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ービスに係る専用番号の割当ては行わず、既存の携帯電話の電話番号を使用す

ることが適当である。 

なお、Ｍ２Ｍサービスに係る新識別子については、現在、国際標準化の検討が

進められており、国際競争力の観点から端末調達力やＭ２Ｍサービスの多様性を

奪うことがないよう、現在行われている国際標準化の検討や今後の新識別子の普

及の動向を踏まえて検討を行う必要がある。 
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第３章 携帯電話の電話番号の指定方法の変更等について 

（１）携帯電話の電話番号の指定方法の変更について 

１）現状 

電気通信番号規則の規定により、携帯電話の電話番号を申請する際は、電

話番号の需要見込みを算出し、それを基に必要番号数を算出するが、現在、電

話番号の需要見込みに含まれる解約保留番号数を算出する計算式においては、

月間解約率を３％（固定値）としており、解約保留番号数に関して実態との乖離

が生じている。 7 

２）主な意見 

ＮＴＴドコモからは、「現時点での実績月間解約率は各社が０．５％～１％とい

った数値を公表しており、現在の携帯電話の電話番号の指定方法では、解約

保留数の実績と計算式による計算結果の乖離が大きく過剰に番号付与してい

ることは明らかとなっている。このため、実際の月間解約率を用いることは、番

号指定数を節約するための有効な手段となり得る」旨の意見が示されている。 

イー・アクセスからは、「実際の解約率を用いて、事業者への番号指定数を減

らす施策は、引き続き純増傾向にある携帯電話の市場環境に照らして、算定方

法によって新規参入時に算定された際には、割り当てられる番号数の減少と、

複数回の番号申請が必要となる。工事費用がかさみ、非効率な利用状況が生

じる可能性があるため、こうした点に配慮した効率的な算定方法を採る必要が

ある」旨の意見が示されている。 

３）考え方 

現時点の月間解約率については各社とも０．５～１％といった数値を公表して

おり、解約保留数の実績値と計算式による計算結果の間で乖離が生じている。

このため、実際の月間解約率を用いることは、０９０及び０８０番号の指定を維

持するための有効な手段となる。 

携帯電話の番号指定方法のうち、月間解約率を現在の３％（固定値）から各

社実績値の１％程度に見直した場合、番号指定のペースが緩やかになり、急激

な番号需要が生じない限りは、携帯電話の番号不足が予想される平成２６年初

頭から１年程度の延長効果が見込まれるため、平成２４年より、速やかに上記

の指定方法の変更を行うことが適当である。 

なお、指定方法の変更により実際の月間解約率を用いることとした場合、携

帯電話事業者に割り当てる１回あたりの番号数が現行の指定方法による番号

                                                
7 番号申請マニュアル（平成１０年７月）の指定基準を適用している。 
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数よりも減少することから、予想を上回る急激な番号需要増の発生によって短

期間に複数回の番号申請や工事費用の増加が見込まれる場合においても効

率的に対応できる算定方法の検討が必要である。 

（２）０９０－０番号の携帯電話への開放について 

１）現状 

携帯電話に指定される電話番号は、電気通信番号規則において０８０－１～

９及び０９０－１～９と規定されている。また、現在、０８００は着信課金サービス

に使用されているが、０９０－０は特段使用されていない。 

２）主な意見 

ＮＴＴドコモからは、「これまで０９００番号については、米国の９００サービス

（日本の０９９０番号（情報料代理徴収機能を提供する番号）に相当）に合わせ

るという考え方もあったが、現時点では０９９０番号の契約者は少なくなっており、

さらに０９００を必要とする可能性はないと想定される。０９０-０を開放することに

ついて番号方式、番号の有効利用の観点からも望ましい」旨の意見が示されて

いる。 

ソフトバンクからは、「０９０－０の携帯利用によって、それが携帯サービスか

着課金サービスか、利用者が誤認しないようにすべきである。また、０９０－０番

号を開放しても良いが、０９０－０は１０００万番号であり、携帯電話の電話番号

数として抜本的な対策には至らない」旨の意見が示されている。 

ＮＴＴ東西からは、「携帯電話の逼迫対応として０９０-０番号を利用することは、

既存携帯電話・ＰＨＳユーザへの影響が小さい有効な手段。０９００番号の利用

にあたっては、米国における“９００番サービス”(日本のダイヤルＱ２に相当)と

の混同が想定される」旨の意見が示されている。 

３）考え方 

携帯電話の電話番号数の拡大策としての０９０－０番号の開放については、

事業者による改修等の負担が小さく、携帯電話事業者や固定電話事業者から

は導入に積極的な意見が多く見られた。０９０－０番号の開放により確保される

番号容量は１０００万番号であり、指定方法の変更の場合と同様、携帯電話の

番号不足が予想される平成２６年初頭から１年程度の延長効果が見込まれる。 

しかしながら、携帯電話の電話番号の需要に照らせば、０９０－０番号の開放

だけでは将来需要に対応することはできないこと、将来のＭ２Ｍサービスの急

激な需要に対処するため０９０－０番号を桁増しして利用することも考えられるこ

とから、携帯電話とはサービス内容が全く異なる着信課金サービスで用いられ

る０８００番号と誤認される可能性も考慮し、携帯電話の電話番号数の拡大策と

しては、０９０－０番号の開放よりも指定方法の変更を優先するべきである。 
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従って、携帯電話の電話番号数の拡大策としては、指定方法の変更を行って

もなお新たな０Ａ０番号の導入に必要なネットワーク改修等の対応が間に合わ

ず、携帯電話の電話番号が不足する場合において０９０－０番号の開放を行う

ことが適当である。 

なお、０９０－０を開放する際は、利用者保護の観点から、着信課金サービス

で用いられる０ＡＢ０番号（０８００）と誤認しないよう、事業者及び総務省から利

用者に対して周知に努めることが必要である 8。 

                                                
8 また、固定電話から選択中継サービス（第４章（２）を参照）を利用して０９０－０番号の携帯電話へ

発信する際に、ＰＢＸやＡＣＲ機能付き電話端末において自動的に００ＸＹを付加しない設定等となっ

ている端末もある。 
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第４章 携帯電話の電話番号数の拡大策としての０７０番号の

開放について 

（１）新たな携帯電話の電話番号としての０Ａ０番号の開放について  

第１章の携帯電話の電話番号の将来需要に関する検討により、携帯電話の需

要は引き続き増加することが想定されるため、平成２３年３月時点で、携帯電話の

電話番号として指定可能な番号数は、１億８０００万番号のうち残り１，９３０万番

号となっており、平成２６年初頭には不足することを考慮すると、指定方法の変更

や０９０－０番号の開放といった短期的な電話番号数の拡大策だけでは不十分で

ある。 

このため、中長期的な視点から、携帯電話の電話番号数として十分な番号容量

を確保することが必要である。その際、携帯電話の電話番号数の拡大策として、

携帯電話の電話番号である０９０及び０８０番号を桁増しすることは、携帯電話が

多くの国民に普及している現在の状況においては、ネットワーク改修や周知に相

当な費用や期間を要する。従って、桁増しによる対応ではなく、本章では、現在使

用されている０９０及び０８０番号以外の０Ａ０番号の開放について、番号の有効利

用や事業者ネットワークに与える影響、識別性の確保や利用者保護の観点から

検討を行い、携帯電話の新たな電話番号として０７０番号を導入することが適当と

したものである。 



17 

時 期 追加番号帯 全番号帯 番号容量

昭和５４年１２月３日 ０３０－ＣＤ＋５桁 ０３０－ＣＤ＋５桁 １０万

昭和６０年１２月 ０４０－ＣＤ＋５桁 ０３０/０４０－ＣＤ＋５桁 ２０万

昭和６３年３月 ０３０/０４０＋７桁 ０３０/０４０＋７桁 １０００万

平成７年７月 【ＰＨＳ】０５０＋７桁 【ＰＨＳ】０５０＋７桁 （ＰＨＳ：１０００万）

平成８年１月 ０８０/０９０＋７桁 ０３０/０４０/０８０/０９０＋７桁 ２０００万

平成８年９月
０１０＋７桁

（削除） ０４０/０９０＋７桁 ０１０/０３０/０８０＋７桁 ３０００万

平成９年３月 【ＰＨＳ】０６０＋７桁 【ＰＨＳ】０５０/０６０＋７桁 （ＰＨＳ：２０００万）

平成９年４月 ０２０＋７桁 ０１０/０２０/０３０/０８０＋７桁 ４０００万

平成９年１１月 ０４０＋７桁 ０１０/０２０/０３０/０４０/０８０＋７桁 ５０００万

平成１０年１０月 ０９０＋７桁 ０１０/０２０/０３０/０４０/０８０/０９０＋７桁 ６０００万

平成１１年１月１日
【携帯】 ０９０＋８桁に統一
【ＰＨＳ】 ０７０＋８桁に統一

【携帯】 ０９０＋８桁
【ＰＨＳ】 ０７０＋８桁

９０００万
（ＰＨＳ：９０００万）

平成１４年３月 ０８０＋８桁 ０９０/０８０＋８桁 １８０００万

平成１８年１０月２４日 携帯電話の番号ポータビリティ（MNP）が開始
携帯電話とＰＨＳの番号帯は、
複数の番号帯を集約してきた。

資料７．携帯電話・ＰＨＳの電話番号の変遷 

１）現状 

０７０番号以外の０Ａ０番号の利用の現状は、０２０番号は、平成１１年より無線

呼出しサービス（発信者課金ポケットベル）に利用されている。０３０番号と０４０番

号は、平成１１年の携帯電話の０９０番号の統合に伴い、未利用番号となっている。

０５０番号は、平成１４年よりＩＰ電話サービスに利用されている。０６０番号は、ＵＰＴ

（個人通信）サービスに利用されてきたが、平成１９年よりＦＭＣ 9サービスに利用さ

れている。 

０７０番号は、平成１１年１月１日にＰＨＳの電話番号が０７０＋８桁に統一されて

から、現在に至るまで、ＰＨＳに利用されている。平成１１年当時、ＰＨＳ事業者は２

０社（３グループ）が存在していたが、現在は２社（１グループ）となっており、指定し

ている番号も０７０－５及び６となっている。平成２３年３月末時点で、ＰＨＳ事業者

に対して１，４９０万番号が指定されており、残り７，０００万番号（０７０－０を除く）

が未指定の状況である。 

平成２３年９月末時点では、携帯電話の契約数が１億２，３１３万件、ＰＨＳの契

約数が４１５万件となっており、国民の一人に一台が携帯電話やＰＨＳを持つまで

                                                
9 Fixed Mobile Convergence の略。固定通信と移動通信の融合。 
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に急増している。携帯電話とＰＨＳのサービス提供状況については、どちらも音声

サービス、データ通信サービスを提供し、サービス提供エリアは全国に広がってお

り、人口カバー率も９０％以上に達している。また、携帯電話とＰＨＳは、緊急通報

の取扱いが義務付けられているなど、利用者から見てサービス面の違いは少なく

なってきている。 

携帯電話は、現状、固定電話サービスとの関係では、選択中継サービス、着信

課金サービス（０１２０、０８００）、統一番号サービス（０５７０）、プリペイドサービス

に対応している。ＰＨＳは、着信課金サービス（０１２０、０８００）、プリペイドサービス

に対応している。また、携帯電話もＰＨＳも、災害用伝言板サービス、フィルタリング

サービスに対応している。 

ア ０７０番号以外の０Ａ０番号の開放について 

１）主な意見 

イー・アクセスからは、「ＰＨＳに既に利用されている０７０番号帯を携帯電

話用に開放することは、想定できるものでも複数の課題があるため、新たな

番号帯の開放については、０７０番号帯だけでなく、０３０番号帯、０４０番号

帯も選択肢に入れて、複数の選択肢からメリット・デメリットを比較考量すると

いった建設的な検討を行うべき」旨の意見が示されている。 

ＮＴＴ東西からは、「携帯電話の番号数拡大対策として０７０番号帯を利用

することは、サービス種別の識別性が低下することから、現在未利用の０３０

／０４０番号帯の利用を優先的に検討するべき」旨の意見が示されている。 

２）考え方 

新たな０Ａ０番号のうち、携帯電話の電話番号としていずれの番号を開放

すべきかについては、携帯電話の電話番号としての識別性、他のサービスと

の識別性、今後想定される新たなサービスでの０Ａ０番号の利用、事業者ネ

ットワークや電話端末に与える影響、利用者に与える影響の観点からの検討

が必要である。 

事業者ネットワークや電話端末に与える影響としては、携帯電話の電話番

号として新たに０２０、０３０、０４０、０５０、０６０のいずれの０Ａ０番号を開放し

たとしても、選択中継サービスや着信課金サービスなど、これまで携帯電話

を０９０及び０８０番号として識別してきた交換機に改修が必要となる等のネッ

トワークへの影響が生じる。 

既に他のサービスで利用されている０Ａ０番号は、未利用番号である０３０

番号あるいは０４０番号の改修と異なり、同じ０Ａ０番号を利用する他のサー

ビスとの識別のために改修を必要とする事業者も存在するため、改修の規模

は、新たな０Ａ０番号としていずれを開放するかによって事業者ごとに異なる
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面はある。ただし、いずれの０Ａ０番号を開放したとしても、ネットワーク改修に

伴う負担に大きな差は生じないものと考えられる。 

①他のサービスで利用されている０Ａ０番号について 

既に他のサービスで利用されている０２０番号、０５０番号及び０６０番号

を携帯電話の電話番号として開放する場合は、同じ０Ａ０番号を共用するこ

ととなるため、他のサービスとの識別性が課題となる。また、事業者ネット

ワークや電話端末に与える影響、利用者に与える影響の観点が重要であ

る。 

０２０番号を利用している無線呼出しサービス（発信者課金ポケットベル）

は、メッセージの受信を主なサービスとしており、携帯電話の基本的なサー

ビスである音声サービスやデータ通信サービスが利用できないなど、メッセ

ージを受信する機能を除き、基本的なサービス内容が異なっている。また、

０９０番号に次いで０８０番号を開放し、次に０２０番号という０９０番号や０８

０番号と大きく離れた番号を携帯電話に開放することは、利用者から見て、

携帯電話の電話番号として認知されるか懸念される。このため、携帯電話

の電話番号として０２０番号を開放することは適当でないと考えられる。 

０５０番号は、主にＡＤＳＬ回線等によるＩＰ電話として利用されており、移

動体通信サービスである携帯電話とはサービス内容が異なるため、携帯

電話の電話番号として開放することは適当でないと考えられる。 

０６０番号は、利用者が設定した最大３カ所の着信先へ順次接続を行え

るＵＰＴ（個人通信）サービスに利用されてきたが、平成１９年にＦＭＣサー

ビスに指定可能となり、利用者が自宅等から発着信する際は固定電話の

ネットワークを利用し、外出先では携帯電話のネットワークを利用するとい

った、複数のネットワークへの呼を振り分ける機能を必要とする。ＦＭＣサ

ービスを提供する事業者は、こうした呼を振り分けるサービスを提供するが、

呼の振り分け先に携帯電話が含まれていないＦＭＣサービスが提供される

ことも考えられる。よって、０６０番号を携帯電話として利用することは、同じ

番号でもＳＭＳが利用できないなど、利用可能なサービスに違いが生じるこ

とから適当でないと考えられる。 

②未利用の０Ａ０番号について 

現在、０Ａ０番号の中で未利用番号は０３０及び０４０番号を残すのみと

なっている。未利用番号については、他のサービスとの識別性を気にする

ことなく新たなサービスに利用できるという利点があるほか、他のサービス

で利用されている０Ａ０番号のうち、利用されていない電話番号が相当数あ

る場合は、他のサービスとの識別性に問題がなければ、当該番号を利用

することは０Ａ０番号の有効利用に繋がる。 

携帯電話の電話番号として、０３０及び０４０番号を携帯電話と同じ１１桁
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により開放した場合は、２億番号の容量のみの利用となる 10。しかしながら、

将来のＭ２Ｍサービスの需要については数億から１０億程度までと需要予

測に幅があるため、０Ａ０番号の残りの未利用番号となっている０３０及び０

４０番号を携帯電話のために１１桁のまま利用し、将来、Ｍ２Ｍサービス等

の需要が増加した場合に十分な番号容量を確保できず、改めて桁増しを

行い番号容量を確保することは、桁増しに伴うネットワーク改修や周知に

相当な費用や期間を要することを考慮すると、効率的な利用ではないと考

えられる。 

従って、今後のＭ２Ｍサービスを含めた携帯電話の電話番号数の将来

需要について、事業者から潜在的な需要は相当数あるとの意見も出てい

る中で、現時点においては、携帯電話の電話番号数の拡大策として、他の

サービスで利用されている０Ａ０番号のうちの未使用番号の利用を優先し、

０３０及び０４０番号は開放せずに、Ｍ２Ｍサービス等の新たなサービスへ

の利用に備え、未利用番号として番号容量を確保することが適当である。 

(注）指定番号数は、平成２３年３月末現在。

番号帯 用途 利用状況 番号容量 指定番号数 関係制度

０１０ 国際電話 電気通信番号規則第14条

０２０ 無線呼出し（ポケベル）

０２０－【４】ＤＥＦＧＨＪＫ 1000万 120万

電気通信番号規則第9条第 1項第5号

０２０－【１～３及び５～９】ＤＥＦＧＨＪＫ 8000万 （未指定）

０３０ （未定）

０４０ （未定）

０５０ ＩＰ電話

０５０－【１～３及び５～９】ＤＥＦＧＨＪＫ 8000万 2028万

電気通信番号規則第10条第1項第2号

０５０－【４】ＤＥＦＧＨＪＫ 1000万 （未指定）

０６０ ＦＭＣサービス

０６０－【３】ＤＥＦＧＨＪＫ 1000万 270万

電気通信番号規則第10条第1項第1号

０６０－【１～２及び４～９】ＤＥＦＧＨＪＫ 8000万 （未指定）

０７０ ＰＨＳ

０７０－【５及び６】ＤＥＦＧＨＪＫ 2000万 1490万

電気通信番号規則第9条第1項第4号

０７０－【１～４及び７～９】ＤＥＦＧＨＪＫ 7000万 （未指定）

０８０

携帯電話

０８０－【１～９】ＤＥＦＧＨＪＫ

18000万 16040万 電気通信番号規則第9条第1項第3号

０９０ ０９０－【１～９】ＤＥＦＧＨＪＫ

資料８．０Ａ０番号帯の利用状況 

イ ０７０番号の開放について 

１）主な意見 

ＮＴＴドコモからは、「携帯電話とＰＨＳにおいてＰＨＳユーザからの無料通話

                                                
10 ０３０及び０４０番号を１２桁で利用した場合は、２０億番号の容量が確保できる。 
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判断や、固定発信者における中継網選択サービスの利用可否の判断、また

ＰＨＳユーザと携帯電話ユーザにおけるショートメッセージサービスの利用可

否の判断、着信課金サービスやナビダイヤルなどの発信者識別等において、

現時点で識別が必要な場面も多く存在する」旨の意見が示されている。 

ＫＤＤＩからは、「０７０番号の利用については、賛成。利用に当たっては、ま

ず０９０－０を開放し、次に０７０の順番とすべき。０７０番号では０７０-Ｃで携

帯電話かＰＨＳかを識別する必要が生じる。ＰＢＸについても改修が必要であ

るが、０９０－０は限定的な影響。０７０はＰＨＳ番号との認識が浸透、混乱を

防止するため一定の周知期間必要」の旨の意見が示されている。 

ソフトバンクからは、「開放すべきと考える。過去と現在における、携帯・ＰＨ

Ｓの識別性（品質・料金・サービス）は低下しており、番号の共用によって不利

益をもたらすことは考えられない。一部、ＰＨＳ間の無料通話に関しては、影

響が出る可能性があるが、呼び出し音などで工夫を施せば回避できる。また、

携帯・ＰＨＳの移動体通信を０９０・０８０・０７０の連番で使用することは、より

ユーザーフレンドリーであり、同時に他０Ａ０空間を将来のサービス用として保

留しておくことができる。さらに、携帯・ＰＨＳ間でのＭＮＰを求める声がある中、

番号を共用することでその土台を作ることが重要」の旨の意見が示されてい

る。 

２）考え方 

０７０番号を携帯電話により利用する場合は、携帯電話の電話番号として

の識別性、ＰＨＳとの識別性、事業者ネットワークや電話端末に与える影響、

利用者に与える影響の観点からの検討が必要である。 

０７０番号については、携帯電話としての識別性の観点からは、現在、携帯

電話で使用している０９０番号、０８０番号に続いて、０７０番号を開放すること

は、携帯電話の電話番号が連続している点において、利用者から見た場合

に、他の０Ａ０番号と比較して識別性が働きやすい。また、国際的に携帯電話

の電話番号を比較した場合、多くの国で携帯電話に連続した番号を使用して

おり、識別性への配慮が見られる。 
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国名 携帯電話の番号体系 番号容量
加入者数

（人口/普及率）
MNP導入

ドイツ
０１５＋CDEFGHJKL（全12桁）
０１６＋CDEFGHJK（全11桁） ※ C = 0 , 2 , 3 に限る
０１７＋CDEFGHJK（全11桁）

１１億３千万
１億５００万

（８２６７万/１２７％）
○

イギリス ０７＋BCDEFGHJK（全11桁） ※ C = 0 , 6 を除く ８億
８０３７万

（６１８２万/１３０％）
○

フランス
０６＋BCDEFGHJ（全10桁）
０７＋BCDEFGHJ（全10桁） ※ B = 5 , 6 , 7 , 8 , 9 に限る

１億５千万
５９５４万

（６２６７万/９５％）
○

オランダ ０６＋BCDEFGHJ（全10桁） ※ B = 6 を除く ９千万
２１１８万

（１６６７万/１２７％）
○

イタリア ０３＋BCDEFGHJK（全11桁） １０億
９０６１万

（６０００万/１５１％）
○

スペイン
０６＋BCDEFGHJ（全10桁）
０７＋BCDEFGHJ（全10桁） ※ B = 7 を除く

１億９千万
５０９９万

（４５１２万/１１３％）
○

中国
０１３＋CDEFGHJKL（全12桁）
０１５＋CDEFGHJKL（全12桁）
０１８＋CDEFGHJKL（全12桁）

３０億
７億４７００万

（１３億５８１８万/５５％）
△

（試験中）

インド
０７＋BCDEFGHJK（全11桁）
０８＋BCDEFGHJK（全11桁） ※ B = 2 , 3 , 4 , 5 を除く
０９＋BCDEFGHJK（全11桁） ※ B = 6 を除く

２５億
５億２５０８万

（１２億２１１３万/４３％）
○

ポーランド

０５＋BCDEFGHJ（全10桁） ※ B = 0,1,3に限る
０６＋BCDEFGHJ（全10桁） ※ B = 0,6,9に限る
０７＋BCDEFGHJ（全10桁） ※ B = 2,8,9に限る
０８８＋CDEFGHJ（全10桁）

1億
４４７５万

（３８４８万/１１６％）
○

シンガポール
８＋BCDEFGH（全８桁）
９＋BCDEFGH（全８桁） ※ B = 9を除く

１９００万
６６５万

（５０８万/１４０％）
○

スウェーデン ０７＋BCDEFGHJ（全10桁） ※ B = 0,1,2,3,6に限る ５千万
１２１９万

（９０５万/１３５％）
○

（注）加入者数（人口/普及率）は、２００９年末現在。 出典： ITU-T : International Numbering Resources : National Numbering Plans

資料９．諸外国における携帯電話の電話番号の現状 

ＰＨＳとの識別性の観点からは、両サービスとも、音声サービス、データ通

信サービスを主要なサービスとしており、携帯電話のサービスの中心が、ス

マートフォンの普及等により、高速・大容量のデータ通信サービスへと変わり

つつあり、 ＰＨＳは、高音質な音声サービスを低料金で提供するサービスを

中心としているものの、ＰＨＳもデータ通信サービスを提供しており、利用者か

ら見て、基本的なサービスに特段の違いは認められない。このため、両サー

ビスを０７０番号で共用することによって、利用者利便への十分な配慮は必要

となるものの、携帯電話とＰＨＳの識別性が問題となる可能性は少ないと考え

られる。 

事業者ネットワークや電話端末に与える影響については、０７０番号により

ＰＨＳを識別する仕組みを採用している事業者と、０７０－Ｃ単位によりＰＨＳを

識別する仕組みを採用している事業者があり、改修範囲は事業者ごとに異な

るものの、いずれの０Ａ０番号を開放した場合でも、選択中継サービスや着信

課金サービス等に対応するための改修が必要となる。このため、０７０番号の

開放と他の０Ａ０番号の開放によって特段の差は生じないと考えられる。 

利用者に与える影響の観点からは、０９０及び０８０番号の携帯電話により

提供されるサービスについて、同じ事業者の０７０番号を利用する携帯電話

のサービスの利用者に対しても同様に提供されることで、影響を最小限にす

ることができる。この点に関しては、技術的に困難なネットワーク改修等を伴

うといった意見はなく、改修に必要な期間を十分に取ることにより対応可能で



23 

あると考えられる。 

サービスタイプ名 サービス概要・特長 ＮＴＴドコモ ＫＤＤＩ ソフトバンク イー・アクセス ウィルコム

運転モード（個） 運転中の着信を自動応答するサービス ○ ○ ○ × ○

転送電話（個） かかってきた電話を転送するサービス ○ ○ ○ ○ ○

インターネット接続（個） 携帯電話からインターネットに接続するサービス ○ ○ ○ ○ ○

留守番電話（個）
電波が届かないところにいたり、電源を切っている場合などに
ネットワーク側で伝言メッセージを預かるサービス

○ ○ ○ ○ ○

割込みサービス（個） 通話中にかかってきたもう一本の電話を受けられるサービス ○ ○ ○ ○ ×

他者通話（個） ３人以上の人数で同時に会話ができるサービス ○ ○ ○ × ○

文字メッセージ（個）
携帯電話・ＰＨＳ等から送信された数字や文字メッセージを契約
者の携帯電話に送信するサービス

○ ○ ○ ○ ○

着信課金（法） かかってきた電話の通話料を着信者に課金するサービス ○ × × × ×

着信短縮ダイヤル（法） 「♯XXXX」の短縮ダイヤルで、相手先に発信可能とするサービス ○ ○ ○ × ○

バンドリングプラン（個・法） 無料通話を基本料金にセットしたサービス ○ ○ ○ × ○

非バンドリングプラン（個・法）
基本料金と無料通話がセットになっていないサービス（自網内通
話が一部無料となるサービスを含む）

○ ○ ○ ○ ○

通話料月額割引（個・法）
毎月の一定額の料金を支払うことにより通話料の割引が受けら
れるサービス

○ ○ ○ ○ ○

グループ内通話割引（個・法） グループ内の他の通信サービスとの通話が割引になるサービス × ○ ○ × ×

特定番号への通話割引（個） 指定した電話番号への通話料の割引が受けられるサービス ○ ○ ○ × ×

データ通信割引（個） データ通信時に通信料の割引が受けられるサービス ○ ○ ○ × ○

複数回線割引（個・法）
複数回線を契約している場合、通話料又は基本料の割引が受け
られるサービス

○ ○ ○ ○ ○

家族向け複数回線割引（個）
同一家族で複数回線を契約している場合、通話料又は基本料の
割引が受けられるサービス

○ ○ ○ × ○

特定グループ向け複数回線割引（法）
同一グループで複数回線を契約している場合、通話料又は基本
料の割引が受けられるサービス

○ ○ ○ × ○

長期継続割引（個・法）
継続して利用を続けると通話料又は基本料の割引が受けられる
サービス

○ ○ ○ × ○

年間契約割引（個・法）
１年間の継続利用を約束することで基本料の割引が受けられる
サービス

○ ○ ○ ○ ○

２年間契約割引（個・法）
２年間の継続利用を約束することで基本料の割引が受けられる
サービス

○ ○ ○ ○ ○

障害者向けサービス（個） 障害者の方向けの料金割引等のサービス ○ ○ ○ × ○

パケット通信定額・割引サービス（個・法） パケット通話料が定額または割引になるサービス ○ ○ ○ ○ ○

※個：個人向け提供サービス 法：法人向け提供サービス 出典：テレコムデータブック２０１０（TCA編）・事業者への聞き取り

資料１０．携帯電話・ＰＨＳの各種サービスに関する比較 

また、携帯電話の将来需要については、事業者によって需要予測が大きく

異なるなど、不確定な要素も多いことから、現時点においては番号資源の利

用を最小限に抑えることが０Ａ０番号の効率的な利用に結びつくと考えられる

ため、０Ａ０番号のうち、携帯電話とＰＨＳによる０７０番号の共用にとどめ、将

来の番号需要に備え、未利用の０Ａ０番号を確保しておくことが適当である。 

これらの理由から、携帯電話の電話番号の需要が増加し、現在の電話番

号の不足が見込まれる平成２６年初頭以降も、電話番号の不足等により、携

帯電話サービスの普及や発展に支障が生じることがないよう、０７０番号を携

帯電話に開放し、中長期的な視点に立って携帯電話の需要に対処すること

が適当である。 

（２）０７０番号の開放に伴う事業者対応について 

ア 選択中継サービス 

１）現状 

選択中継サービスは、固定電話から携帯電話への発信時に、００ＸＹ番号

（事業者識別番号）をプレフィックスとすることにより、通常の固定電話からの

発信よりも安価な通話料金で利用することが可能なサービスである。携帯電

話の電話番号として０７０番号を利用し、ＰＨＳと０７０番号を共用する場合、
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携帯電話とＰＨＳを０７０－Ｃにより識別することが必要となる事業者もある。 

２）主な意見 

ＮＴＴドコモからは、「携帯電話事業者に対し、０７０番号帯の未指定番号を

新規に指定することについて、０７０－ＣのＣコードでサービスを識別すること

となる。現状０Ａ０でサービス識別を行っている状況から、識別性のレベルが

低下することとなるため、課題への対処方法を検討の上、開放することが必

要であると考える」旨の意見が示されている。 

３）考え方 

①事業者によるネットワーク改修 

現在、選択中継サービスから０９０及び０８０番号の携帯電話への発信に

は対応しているものの、０７０番号の携帯電話への発信には対応していない。

このため、携帯電話の電話番号として０７０番号を開放する際には、選択中

継サービスから０７０番号の携帯電話への発信を可能とするための事業者

ネットワークの改修を行うことが適当である。 

②電話端末の設定変更等への対応 

選択中継サービスから０７０番号の携帯電話への発信を可能とするため

の事業者ネットワークの改修と併せて、以下のＰＢＸやＡＣＲ機能付き電話

端末による改修等が必要となる。 

法人等で利用されているＰＢＸ 11については、保守管理契約等に基づい

て０７０番号の携帯電話への発信に対応するための改修等を行う必要があ

る。 

既存のＡＣＲ 12機能付き電話端末においては、０９０及び０８０番号へ発信

する際に自動的に００ＸＹ番号を付加する機能が基本的機能として備わっ

ている。選択中継サービスを利用して０７０番号へ発信する際には、発信先

が携帯電話であることをあらかじめ０７０－Ｃにより識別し、０７０－Ｃが携

帯電話の電話番号の場合は００ＸＹから発信するよう周知することが適当

である。 

イ 着信課金サービス（０１２０、０８００）、統一番号サービス（０５７０）、プリペイドサ

ービス 

１）現状 

着信課金サービス（０１２０、０８００）、統一番号サービス（０５７０）、プリペイ

                                                
11 Private Branch eXchange の略。機内交換機のこと。 
12 Automatic Carrier Routing の略。電話機や専用アダプタが内蔵する電話会社の自動選択機能

のこと。 
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ドサービスは、０９０及び０８０番号の携帯電話において全てのサービスが利

用可能である。 

２）考え方 

携帯電話の電話番号として０７０番号を開放する際には、現在、携帯電話

からサービスが利用できる着信課金サービス、統一番号サービス（０５７０）、

プリペイドサービスについては、０７０番号の携帯電話からもサービスを利用

可能とするための必要な改修等を行うことが適当である。また、その際は、料

金精算等に必要な範囲において、０７０－Ｃにより携帯電話とＰＨＳを識別可

能とするための事業者ネットワークの改修が必要である。 

（３）０７０番号の開放に伴う利用者保護について 

１）主な意見 

固定電話事業者からは、「利用者は携帯電話（０８０／０９０）とＰＨＳ（０７０）を

番号帯で認識しているため、発信前に番号帯により通話料金を認識できないケ

ースが生じる。改善策としては、利用者への十分な周知や利用者が認識可能な

ガイダンス等導入が必要である」旨の意見が示されている。 

２）考え方 

携帯電話及びＰＨＳの利用者を対象としたアンケートでは、電話番号による携

帯電話かＰＨＳの識別は、「必要ない」、「どちらかというと必要ない」との回答が

約４２％、「必要」、「どちらかというと必要」との回答が約３７％という結果になっ

ている。「必要」、「どちらかというと必要」との回答のうち、約６４％が０７０の次に

来る番号による識別を「特に問題ない」と回答している。 

このため、固定電話からの発信の際の携帯電話とＰＨＳ間のサービス・料金

に係る違いや、基本料金内での携帯電話間及びＰＨＳ間の無料通話サービス

等については、利用者から見た場合、基本的には０７０－Ｃにより識別を行うこ

とが可能であると考えられる。よって、利用者に対して、０７０－Ｃによる携帯電

話とＰＨＳの区別についてしっかりと周知する必要がある。 

（４）０７０番号の開放の開始時期について 

１）考え方 

携帯電話の電話番号として０７０番号の開放の開始にあたっては、携帯電話

の契約数は、固定電話の契約数が減少傾向にある中、順調に拡大を続けてお

り、指定方法の変更等を行ったとしても、スマートフォンの需要拡大やＭ２Ｍサー

ビス等による電話番号の需要の急激な増加により、現在想定される平成２６年

初頭よりも番号不足の時期が早まる可能性も否定できないため、携帯電話の電

話番号数の不足によるサービスへの影響拡大を回避するためには、０７０番号

の開放に早期に対応することが重要である。 
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このため、携帯電話の電話番号数の拡大策として、平成２４年より、速やかに

０７０番号のＰＨＳとの共用による影響等が予想されるサービスへの対応も含め

た準備を開始し、遅くとも平成２６年初頭までには０７０番号の共用が開始できる

よう関係事業者間による準備や調整等を進めることが適当である。 
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第５章 携帯電話とＰＨＳ間の番号ポータビリティの導入について 

（１）携帯電話とＰＨＳ間の番号ポータビリティの導入について 

第４章において、携帯電話の電話番号数の拡大策として、携帯電話の電話番

号として０９０番号、０８０番号に続く、新たな電話番号として０Ａ０番号について検

討を行い、０７０番号を開放することが適当であるとされた。ＰＨＳ事業者からの携

帯電話との番号ポータビリティの実施に対する要望もあることから、本章では、携

帯電話の電話番号として０７０番号の開放に合わせて、０７０番号を共用する携帯

電話とＰＨＳのサービス内容等に関する比較を行い、携帯電話とＰＨＳ間の番号ポ

ータビリティに対する利用者の要望や導入に伴う利用者が受ける直接的、間接的

な便益、競争環境の観点から検討を行うとともに、番号ポータビリティ導入に伴う

事業者ネットワークへの影響や利用者保護の施策等について検討を行った。 

本章におけるこれらの検討の結果、利用者利便の向上やより一層の競争環境

の進展等の効果が見込まれることから、利用書保護が図られることを条件として、

携帯電話とＰＨＳ間の番号ポータビリティの導入を適当としたものである。 

１）現状 

携帯電話については、平成１８年１０月に番号ポータビリティが導入され、平

成２３年１０月末時点における累計利用数は約１，３６１万件となっており、これ

は全契約数の約１割が利用していることに相当する。番号ポータビリティの導入
13等を契機に、携帯電話各社は、契約解除料や長期割引制度等を設定している

が、各社による囲い込みが行われている状況の中では、欧米主要国 14と比較し

ても必ずしも低い数字ではないと考えられる。 

なお、携帯電話の番号ポータビリティは多くの国で導入されており、韓国のよ

うに番号ポータビリティの利用率が開始後５年の時点で携帯電話の全契約者の

８割以上が利用する高利用率の国もある一方で、欧米主要国における利用率

は１割前後の傾向となっており、我が国と同水準の国も多い状況にある 15。 

携帯電話とＰＨＳの市場や利用の状況としては、市場規模については、平成

２０年度において国内電気通信市場における売上高が約９兆円に達している。

携帯電話・ＰＨＳ事業者の内訳では、携帯電話事業者の売上高が８兆７，９１５

億円、ＰＨＳ事業者の売上高が２，０３０億円となっており、携帯電話の市場規模

                                                
13 電気通信番号規則第２０条において、携帯電話事業者及び卸先電気通信事業者（ＭＶＮＯ）間の

番号ポータビリティの実施が義務付けられている。 
14 英国、仏国、独国、米国 
15 出典：平成２２年度「将来の番号ポータビリティに関する調査研究」（（株）野村総合研究所） 
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がＰＨＳの市場規模よりも圧倒的に大きい状況である。 

NTTドコモ：4兆4,480億円
KDDI（au）：2兆7,192億円

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾓﾊﾞｲﾙ：
1兆5,628億円

約9兆円

ｲｰ･ﾓﾊﾞｲﾙ：615億円
ｳｨﾙｺﾑ：2,030億円

 

資料１１．国内電気通信市場における携帯電話・ＰＨＳ事業者の売上高（平成２０年度） 

一方、通信時間については、平成２１年度において携帯電話の通信時間が

計２２億時間、ＰＨＳの通信時間が計１．３億時間と、契約者が圧倒的に多い携

帯電話の通信時間が大きな値となっているが、１契約当たりの１日の通信時間

については、平成２１年度において携帯電話が３分１８秒、ＰＨＳが４分４４秒と、

携帯電話よりＰＨＳの通信時間が約１．５倍長くなっている。 

出典：平成23年情報通信に関する現状報告
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資料１２．通信時間の推移（発信端末別） 16 

                                                
16 発信端末別の１年間における総通信時間。 
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出典：平成23年情報通信に関する現状報告
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資料１３．１契約当たりの１日の通信時間の推移 17 

また、基本料金内での無料通話サービスやオプションサービスである定額

通話サービスについては、平成１７年にＰＨＳ事業者が自社ＰＨＳ間における無

料通話サービスの提供を開始した。平成１８年には携帯電話事業者が自社携

帯電話間における無料通話サービスの提供を開始し、同年の番号ポータビリ

ティ導入以降、無料通話サービスは拡大しており、現在、携帯電話・ＰＨＳ全社

において無料通話サービス（一部の事業者では、自社間の定額通話サービ

ス）が提供されている。さらに、平成２２年にＰＨＳ事業者がＰＨＳ、携帯電話、

加入電話・ＩＳＤＮ、ＩＰ電話への通話を定額とするサービスの提供を開始し、平

成２３年には一部の携帯電話事業者が同様の定額通話サービスの提供を開

始するなど、携帯電話・ＰＨＳ事業者間の競争によって定額通話サービスが拡

大してきている。 

さらに、携帯電話とＰＨＳは、いずれも無線通信インフラを提供するＭＮＯ 18と

して、卸または接続によるＭＶＮＯ19市場を構成し、ＭＶＮＯ市場においてもサー

ビス競争が行われている。さらに、Ｗｉ－Ｆｉによる公衆無線ＬＡＮを利用可能と

するほか、３．９世代移動通信技術であるＬＴＥ、広帯域移動無線アクセスシス

                                                
17 発信端末別の１年間における総通信時間を発信端末別の契約数及び３６５日（１年）で除した通信

時間（契約数は稼働値）。 
18 Mobile Network Operator の略。電気通信役務としての移動通信サービス（以下単に「移動通信

サービス」という。）を提供する電気通信事業を営む者であって、当該移動通信サービスに係る無線

局を自ら開設（開設された無線局に係る免許人等の地位の承継を含む。以下同じ。）又は運用して

いる者。 
19 Mobile Virtual Network Operator の略。ＭＮＯの提供する移動通信サービスを利用して、又は

ＭＮＯと接続して、移動通信サービスを提供する電気通信事業者であって、当該移動通信サービス

に係る無線局を自ら開設しておらず、かつ、運用をしていない者。 
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テムであるＷｉＭＡＸ、次世代ＰＨＳ技術（ＸＧＰ）を高度化したＡＸＧＰ20など、より

高速・大容量のサービスを提供するために移動通信ネットワークを組み合せた

サービス競争へと変化してきている。 

ＭＮＯ ＭＶＮＯ（サービス名） サービス内容 

Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド
コ
モ 

象印マホービン（みまもりほっとライン） ポットに無線通信機を内蔵、その情報を携帯電話やＰＣから確認可能 

ＩＩＪ（ＩＩＪモバイルサービス/タイプＤ，タ

イプＤＳ） 

法人向け３．５Ｇ（ＨＳＤＰＡ）による下り最大７．２Ｍｂｐｓの高速データ通信（０

８年１月) 

アッカ・ネットワークス（ＡＣＣＡ ｍｏｂｉｌ

ｅ（Ｄ）） 

法人向け３．５Ｇ（ＨＳＤＰＡ）による下り最大７．２Ｍｂｐｓの高速データ通信（０

８年６月) 

ＮＴＴコミュニケーションズ（モバイル/リモー

トアクセスドコモモデル） 

法人向け３．５Ｇ（ＨＳＤＰＡ）による下り最大７．２Ｍｂｐｓの高速データ通信（０

８年７月） 

ＮＴＴデータ・ウェーブ（ＷａｖｅＮＥＴＭａ

ｔｅ/タイプＤ） 

３．５Ｇ（ＨＳＤＰＡ）による下り最大７．２Ｍｂｐｓの定額データ通信サービス及び

モバイル専用ルータ提供等の法人向けＷＡＮソリューションサービス 

ＮＴＴPC コミュニケーションズ（Master’s ONE

セキュア・リモートアクセスサービス定額ＦＯ

ＭＡデータ通信プラン） 

法人向け３．５Ｇ（ＨＳＤＰＡ）による下り最大７．２Ｍｂｐｓの高速データ通信（０

８年１０月） 

ＮＴＴＰＣコミュニケーションズ（Ｍａｓｔｅ

ｒ‘ｓ ＯＮＥ モバイルＳａａＳ ＯｎｅＰａｃ

サービス） 

高セキュリティ認証機能を付加したモバイル通信を基盤に、企業活動におけるテレワー

ク環境構築に必要なサービスや端末を一括で提供するサービス(０９年１月） 

日本通信（ｂ－ｍｏｂｉｌｅ３Ｇ） ３．５Ｇ（ＨＳＤＰＡ）による下り最大３．６Ｍｂｐｓの高速データ通信。１５０時間

分の通信料を含んだ価格でデータ通信端末を販売（０８年８月） 

日本通信（モバイル３Ｇ ドッチーカ） チャージ式モバイルインターネットサービス。時間単位による従量制を用いている。（０

９年３月） 

日本通信（Ｉ・Ｃａｒｅ３Ｇ） 法人顧客ごとに異なる課題や要望に応えたデータ通信サービスを設計、開発、構築し、

導入前後の運用サポートを含めて提供するデータ通信サービス（ＦＯＭＡレイヤー２接

続）（０８年８月） 

日本通信（コネクトメール） PC で利用しているＩＳＰメールを携帯電話で送受信することができる携帯電話向けメー

ルサービスについて、一定期間のプリペイドの形態で提供するワイヤレス・データ通信

サービス（０８年２月） 

日本通信（機器向けデータ通信サービス（通信

電池）） 

主に機器メーカー向けに、通信サービスを部品として提供するもの。従来、商品とは別

にサービスとして通信事業者との契約が必要であった通信を、部品として、あたかも乾

電池のように商品に内蔵することで、通信機能を有した商品を簡便に利用できるように

するもの。 

日本通信（ケータイＰＣ化サービス） ＦＯＭＡで企業アカウントのメールを送受信することができ、企業のイントラネットに

安全に接続することができるソリューション（０７年１２月） 

コシダテック（ＧＥＮＥＳ） ドコモの通信回線を利用したデータ収集・監視制御システム 

丹後通信（ＴＡＮＧＯメール） 携帯電話で誰でも簡単に利用できるフリーメールサービス（０７年１２月） 

日本電子工学（AIA-１１０ＰｏＦ） 専用モジュールによるＮＴＴドコモの通信回線を利用した警報サービス 

ノキア・ジャパン（VERTU） 富裕層向けのコンシェルジェサービスを伴う高級携帯電話サービス（０９年２月） 

スターネット（ＳＴＡＲ－Ｒｅｍｏｔｅ ３Ｇ） 法人向け３．５Ｇ（ＨＳＤＰＡ）による下り最大７．２Ｍｂｐｓの高速データ通信（０

９年２月） 

ウィルコム（ＷＩＬＬＣＯＭ ＣＯＲＥ ３Ｇ） 法人向け３．５Ｇ（ＨＳＤＰＡ）による下り最大７．２Ｍｂｐｓの高速データ通信（０

９年３月） 

USEN（モバイルアクセス ｔｙｐｅＡＪ） 法人向け３．５Ｇ（ＨＳＤＰＡ）による下り最大７．２Ｍｂｐｓの高速データ通信 

白露カンパニー（さつまいもネットワーク２１

Ｃ） 

岩崎産業名で携帯電話サービス 

ヴェクタント(ＶＥＣＴＡＮＴセキュアモバイ

ルアクセス) 

ＦＯＭＡ網での高速モバイルデータ通信サービス （データのみ） （０７年３月） 

富士通（モバイルＰＣアクセス タイプ D） ＦＯＭＡ網でのＨＳＤＰＡを利用した最大７．２Mｂｐｓ（ベストエフォート）の高速通

信 

三菱電機情報ネットワーク、日本通信 (ＭＩＮ

Ｄ ＦＯＭＡパケットアクセス (Ｔｙｐｅ Ｂ)) 

ＦＯＭＡ網での高速データ通信サービス （データのみ）（０９年７月） 

エヌディエス、日本通信 (Ｔｉｋｉモバイル ３

Ｇ) 

ＦＯＭＡネットワークを使用した全国エリアでの高速モバイルサービス。下り最大７．

２Ｍｂｐｓ/上り最大３８４ｋｂｐｓの。データ通信量５００ＭＢ/月まで利用可能な定

額制 （０９年７月） 

ワイコム、日本通信(ＷＩＣＯＭ Ｍｏｂｉｌｅ

－Ｄ) 

ＦＯＭＡ網での高速モバイルデータ通信サービス （データのみ）（０９年８月） 

                                                
20 Advanced eXtended Global Platform の略。ＰＨＳを高速化したＸＧＰ（eXtended Global 

Platform）規格をさらに改良した技術仕様。２０１０年７月に業界団体のＸＧＰフォーラムが策定した

もの。 
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ＭＮＯ ＭＶＮＯ（サービス名） サービス内容 

モバイルクリエイト、日本通信 (運行管理シス

テム) 

３Ｇデータ通信モジュールを搭載したタクシーの自動配車システムおよびトラック運行

管理用車載システム（０９年８月） 

Ａ２ｎｅｔｗｏｒｋ（能美市ふるさとケータイ/

石川県） 

軽症の糖尿病患者に対する在宅健康サービス（０９年１２月） 

ふるさとケータイ：総務省が携帯電話を活用して暮らしの安全・安心の確保や地方の再

生などを目指すふるさとケータイ創出推進事業 

ヴェクタント（ＶＥＣＴＡＮＴセキュアモバイ

ルアクセス３Ｇ（Ｄ)） 、日本通信（Ｉ・Ｃａ

ｒｅ３Ｇ） 

法人向け、閉域接続で下り最大７．２Ｍｂｐｓ、上り最大２．０Ｍｂｐｓの高速データ

通信。社内ネットワークに接続可能なモバイル VPN サービス（１０年４月） 

日本通信（ＰＣを通信付きでレンタル/オリック

ス･レンテック） 

日本通信から提供を受けた通信サービスをレンタル･パソコンの貸し出しとセットで提

供（１０年４月） 

ＣＳＥ、日本通信 ３Ｇモジュール内蔵通信アダプタ「ＢｌａｃｋＰＩＴ」を核としたＭ２Ｍソリューショ

ンをＦＡ機器監視／制御、ビル管理／設備制御等向けに提供（第一号案件として、飲料

メーカーや自動販売機のオペレータ会社に自動販売の商品在庫量や障害情報などを送信

するシステムを納入）（１０年１０月） 

フリービット（ＹｏｕｒＮｅｔ ＭＯＢＩＬＥ－

Ｄ ） 

ＦＯＭＡ ３Ｇ回線を利用して、最大７．２Ｍｂｐｓ(下り)を転送量無制限で提供。ＮＴ

Ｔコミュニケーションズが提供する全国約４０００アクセスポイントを有する公衆無線

LAN サービスを同時に提供する「ハイブリッド型」。（１１年３月） 

フリービット（ＹｏｕｒＮｅｔ ＭＯＢＩＬＥ－

Ｗ ） 

ＵＱコミュニケーションズのＷｉｍａｘネットワークを利用し、下り最大４０Ｍｂｐｓ

の高速通信サービスを転送量無制限で提供。大容量ファイルの送受信や動画のストリー

ミングなどのニーズに応える。 ＩＳＰや家電・通信機器メーカー等の事業者向けにＯＥ

Ｍサービスを提供。 (１１年４月） 

ビジネスセンター岡山、日本通信 ＦＯＭＡ網を利用。中四国エリアの法人顧客に特化した地域ＭＶＮＯ。金融機関の渉外

員向けに、営業活動支援ソリューションとモバイルサービスを、ワンストップサービス

で提供。（１１年３月） 

エヌディエス（Ｔｉｋｉモバイル ＡＮＤ） Ｔｉｋｉモバイルで、Ａｎｄｒｏｉｄ端末と回線をセットで提供する新サービス。最大

通信速度は上下最大３００ｋｂｐｓで、通信量の制限はない。（１１年３月） 

Ｋ
Ｄ
Ｄ
Ｉ
（
ａ
ｕ
） 

いすゞ自動車（みまもりくんオンラインサービ

ス） 

車両運行データを収集、解析し、提供。最大４０％の燃料費削減、安全運行を可能に（０

４年２月） 

日本緊急通報サービス（ＨＥＬＰＮＥＴ） ＧＰＳ付き携帯電話を使った緊急時の位置通報サービス （０２年６月） 

トヨタ（Ｇ－ＢＯＯＫ, Ｇ－ＢＯＯＫ ＡＬＰ

ＨＡ ， Ｇ－ＢＯＯＫ ｍＸ ） 

①事故や急病時に車両の位置情報を発信、②オペレータによる目的地検索、③ハンズフ

リー電話 など 

京セラコミュニケーションシステム（ＫＷＩＮ

Ｓ ３Ｇ） 

ＣＤＭＡ １Ｘ ＷＩＮ」サービスのネットワークをベースにＫＣＣＳが提供する、法

人向けの高速データ通信サービス 。専用カードにより、受信最大３．１Ｍｂｐｓ、送信

最大１．８Ｍｂｐｓのブロードバンドモバイル通信を実現 （０５年７月） 

セコム（ココセコム） 基地局情報＋ＧＰＳ機能を活用して迷子やお年寄り、車両の位置情報を把握（０１年４

月） 

白露カンパニー（さつまいもネットワーク２１

C） 

岩崎産業名で携帯電話サービス 

ソ
フ
ト
バ
ン
ク
モ
バ
イ
ル 

日本通信（Ｓｅｃｕｒｅ ＰＢ ３Ｇ ビジネス定額） ソフトバンクモバイルの３Ｇサービスに、企業内ネットワークに安全に接続できるソフトウェアで

ある「Ｓｅｃｕｒｅ ＰＢ」を組み合わせた法人向けソリューション（０５年７月） 

ウォルト・ディズニー（ディズニー・モバイル） ディズニーのブランド、コンテンツを活用した携帯電話サービス（０８年３月） 

ブイトゥーエス（プレミアムオフィスライン） 再販による固定電話向け無料通信サービスの提供及びＰＢＸ販売会社と提携した携帯電話内

線化ソリューションの提供（０８年６月） 

白露カンパニー（さつまいもネットワーク２１Ｃ） 岩崎産業名で携帯電話サービス 

パイオニアモバイルネットワークス（エアーナビ通信

サービス） 

専用モジュール３．５Ｇ（ＨＳＤＰＡ)による下り最大３．６Ｍｂｐｓテレマティクサービス 

ワイヤ・アンド・ワイヤレス（Ｗｉ２ Ｍｏｂｉｌｅ） 企業を対象とした会議室向けソリューション（０９年３月） 

イ
ー
・
ア
ク
セ
ス 

ＮＥＣビッグローブ（BIＧLOBE 高速モバイル） ３．５Ｇ（ＨＳＤＰＡ）による下り最大７．２Ｍｂｐｓ（０８年３月～）の高速データ通信（０７年１２月） 

ＮＥＣビッグローブ（ Ｐｏｋｅｔ ＷｉＦｉ /ＢＩＧＬＯＢＥ高

速モバイルＥＭ端末） 

最大５台までのＷｉ－Ｆｉ対応機器をワイヤレスでネット接続できるようにする３Ｇ一体型Ｗｉ－Ｆｉ

ルータ。通信速度は下り最大７．２Ｍｂｐｓ、上り最大５．８Ｍｂｐｓ （１０年２月） 

ニフティ（＠ｎｉｆｔｙ Ｍｏｂｉｌｅ ＢＢ） ３．５Ｇ（ＨＳＤＰＡ）による下り最大７．２Ｍｂｐｓ（０８年３月～）の高速データ通信 

So-net（ｂｉｔＷａｒｐ（ＥＭ)） ３．５Ｇ（ＨＳＤＰＡ）による下り最大７．２Ｍｂｐｓの高速データ通信（０８年２月） 

ＩＩＪ（ＩＩＪモバイルサービス/タイプＥ） 法人向け３．５Ｇ(（ＨＳＤＰＡ）による下り最大７．２Ｍｂｐｓの高速データ通信（０８年３月） 

ＡＳＡＨＩネット（超割モバイル） ３．５Ｇ（ＨＳＤＰＡ）による下り最大７．２Ｍｂｐｓの高速データ通信（０８年３月） 

ＡＳＡＨＩネット（新超割モバイル） ３．５Ｇ（ＨＳＤＰＡ）による下り最大７．２Ｍｂｐｓの高速データ通信（０９年４月） 

ユニアデックス（JetSURF） ３．５Ｇ（ＨＳＤＰＡ）による下り最大７．２Ｍｂｐｓの高速データ通信（０８年３月） 

アッカ・ネットワークス（ACCA mobile（E）） ３．５Ｇ（ＨＳＤＰＡ）による下り最大７．２Ｍｂｐｓの高速データ通信（０８年６月) 

ＮＴＴぷらら（高速モバイルオプション（ＥＭ）） ３．５Ｇ（ＨＳＤＰＡ）による下り最大７．２Ｍｂｐｓの高速データ通信（０８年７月） 

ビック東海(＠Ｔ ＣＯＭ高速モバイルコース) ３．５Ｇ（ＨＳＤＰＡ）による下り最大７．２Ｍｂｐｓの完全定額制高速データ通信（０８年３月） 

ＮＴＴコミュニケーションズ（ＯＣＮ 高速モバイルＥ

Ｍ） 

３．５Ｇ（ＨＳＤＰＡ）による下り最大７．２Ｍｂｐｓの高速データ通信（０８年８月） 

ケイ・オプティコム（ｅｏモバイル） ３．５Ｇ（ＨＳＤＰＡ）による下り最大７．２Ｍｂｐｓの高速データ通信（０８年９月） 

ＧＭＯインターネット(ＺＥＲＯ 高速モバイル接続) ３．５Ｇ（ＨＳＤＰＡ）による下り最大７．２Ｍｂｐｓの高速データ通信、ＦＴＴＨ等とのバンドルもあり

（０８年６月） 
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ＭＮＯ ＭＶＮＯ（サービス名） サービス内容 

ドリーム・トレイン・インターネット(ＤＴＩ高速モバイル

プラン) 

３．５Ｇ（ＨＳＤＰＡ）による下り最大７．２Ｍｂｐｓの高速データ通信（０８年８月） 

ＮＴＴデータ・ウェーブ（ＷａｖｅＮＥＴＭａｔｅ／タイプＥ） ３．５Ｇ（ＨＳＤＰＡ)による下り最大７．２Ｍｂｐｓの定額データ通信サービス及びモバイル専用ルー

タ提供法人向け等のＷＡＮソリューションサービス 

ＵＳＥＮ(モバイルアクセス ｔｙｐｅ ＥＭ) 法人向け３．５Ｇ（ＨＳＤＰＡ)による下り最大７．２Ｍｂｐｓの高速データ通信法人向け３．５Ｇ（ＨＳ

ＵＰＡ）による上り最大５．８Ｍｂｐｓの高速データ通信（０７年１０月） 

ソフトバンクモバイル（データ定額ボーナスパック） ３．５Ｇ（ＨＳＤＰＡ）による下り最大７．２Ｍｂｐｓの高速データ通信（０９年３月） 

IIJ（IIJ モバイルサービス/タイプ ES） 法人向け３．５Ｇ（ＨＳＤＰＡ)による下り最大７．２Ｍｂｐｓの高速データ通信（０９年３月） 

ＩＩＪ 

（ＩＩＪｍｉｏ高速モバイル/ＥＭサービス） 

個人向け３．５Ｇ（ＨＳＤＰＡ)による下り最大７．２Ｍｂｐｓの高速データ通信（０９年７月） 

ピーシーデポコーポレーション(ＥＭ バリューパック) イー・モバイル社の設備を利用したデータ通信サービスと、PＣデポ店頭でのパソコン正常回復

サポートや修理保証等の保守サービスをパックにしたサービス（０９年４月） 

フォーバルテレコム(ｆｉｔ接続モバイル／Ｅプラン) ３．５Ｇ（ＨＳＤＰＡ)による下り最大７．２Ｍｂｐｓの高速データ通信（０９年５月） 

ハイホー(ｈｉ－ｈｏモバイルコース-ＥＭ７．２U) ３．５Ｇ（ＨＳＤＰＡ)による下り最大７．２Ｍｂｐｓの高速データ通信（０９年９月） 

ＵＣＯＭ（ＵＣＯＭモバイル ３Ｇ-ＥＭ ） 下り最大７．２Ｍｂｐｓの ３Ｇデータ通信サービス（１１年３月） 

ウ
ィ
ル
コ
ム 

日本通信（ｂ－ｍｏｂｉｌｅ）、ニフティ（＠ｎｉｆｔｙ Ｍｏｂｉｌｅ

Ｐ）等 

専用ＰＨＳカード等によるデータ通信 

ＣＳＣ（Ｍｙ Ａｃｃｅｓｓ） 監視カメラや玩具、センサーに組み込んでデータ収集、遠隔操作 

ジュピターテレコム（Ｊ：ＣＯＭ ＭＯＢＩＬＥ） 「ウィルコム定額プラン」の再販 

ユビキたス（どこ・イルカ）、加藤電機（イルカーナ） 子供の位置情報把握 

ＮＴＴコミュニケーションズ(モバイル／リモートアクセ

スサービス「ＮＴＴ Ｃｏｍ タイプ」) 

ウィルコム定額プランの再販。ＮＴＴコミュニケーションズのモバイルカードを使って、無線 IP 接

続サービス・MVNO 方式で最大１２８ｋｂｐｓで接続 

加藤電機(ＳＴＥＡＬＴＨ ＴＡＲＡＣＫＩＮＧ ＳＹＳＴＥＭ) ＰＨＳを利用した盗難された車両の追跡・発見システム（０８年８月） 

京セラコミュニケーションシステム(ＫＷＩＮＳ４ｘ／８ｘ) 専用通信機器（ＰＨＳ)によるデータ通信 

京セラ丸善システムインテグレーション(KWINS) 京セラコミュニケーションシステム（株）のＫＷＩＮＳ ４ｘ及び８ｘの再販 

ソネットエンタテインメント（ｂｉｔＷａｒｐ（Ｗ）） ＰＨＳパケット通信を利用した最大２０４Kbps のデータ通信（０８年２月） 

日本通信（インフィニティケア） 法人顧客ごとに異なる課題や要望に応えたデータ通信サービスを設計、開発、構築し、導入前

後の運用サポートを含めて提供するＰＨＳデータ通信サービス（０４年１月） 

日本通信（機器向けデータ通信サービス（通信電

池）） 

主に機器メーカー向けに、通信サービスを部品として提供するもの。従来、商品とは別にサービ

スとして通信事業者との契約が必要であった通信を、部品として、あたかも乾電池のように商品

に内蔵することで、通信機能を有した商品を簡便に利用できるようにするもの。 

富士通(モバイル PC アクセス タイプＷ， ｍｏｂｉｌｅ

＋ＰＨＳ) 

専用通信機器（ＰＨＳ)によるデータ通信 

三菱電機情報ネットワーク(モバイルネットワークサ

ービス) 

専用通信機器（ＰＨＳ)によるデータ通信（９７年１０月） 

楽天/フュージョン・コミュニケーションズ（楽天モバ

イル ｆｏｒ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ） 

法人向けＰＨＳ事業（０９年４月） 

資料１４．携帯電話及びＰＨＳ市場におけるＭＶＮＯ事業への主な参入状況 
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携帯・PHS事業者 ＮＴＴドコモ ＫＤＤＩ ソフトバンクモバイル イー・アクセス ウィルコム

使用周波数帯
[Hz]

 800M/1.5G/1.7G/2G  800M/1.5M/2G
 2.5G（MVNO)

 1.5G/2G
 2.5G（MVNO)

 1.7G  1.9G
 1.5G/2G（MVNO）

音声通信 W-CDMA CDMA2000 W-CDMA W-CDMA TDMA

データ通信 （最大通信速度は、上り/下りの速度）

全国で提供済み HSDPA
・最大通信速度
5.7Mbps／14Mbps
･人口カバー率：100％

EVDOマルチキャリア
･最大通信速度
5.5Mbps／9.2Mbps
･人口カバー率：99.9％

HSDPA
･最大通信速度
5.7Mbps／7.2Mbps
･人口カバー率：99.98％

HSPA＋
･最大通信速度
5.8Mbps／21Mbps
･人口カバー率：92.2％

W-OAM Type G
･最大通信速度512kbps
･人口カバー率：99％
HSPDA
･最大通信速度
5.7Mbps／7.2Mbps
・ソフトバンクモバイル
のMVNO

展開中/展開予定 LTE
・最大通信速度
25Mbps／75Mbps
・2010年12月～
･人口カバー率：13％

WiMAX
・最大通信速度
10Mbps／40Mbps
・2010年6月～
・ＵＱコミュニケーション
ズのMVNO
･人口カバー率：72％
LTE
･2012年12月～（予定）

DC-HSDPA
・最大通信速度
5.7Mbps／42Mbps
・2011年2月～
･人口カバー率：2011年度
60％以上を目標

AXGP※
･最大通信速度
15Mbps／72Mbps
･2012年2月～（予定）
･ワイヤレスシティプラン
ニングのMVNO
･人口カバー率：2012年度
末90%以上を目標

LTE
･2012年～（予定）

DC-HSDPA
･最大通信速度
5.8Mbps／42Mbps
･2010年12月～
･人口カバー率：44.6％
LTE
･2012年3月～（予定）

DC-HSDPA
･最大通信速度
5.7Mbps／42Mbps
･2011年10月～
･ソフトバンクモバイルの
MVNO

出典：各社ホームページ※AXGPは、XGP（次世代PHS技術）を高度化したもの

資料１５．携帯電話・ＰＨＳの高速・大容量通信サービスの動向 

 

ＰＨＳは、基地局あたりのカバーエリアが小さく多数の基地局を設置するマイク

ロセル方式 21を採用していること等により、利用者からのトラフィックが急増した、

本年３月の東日本大震災に際しても、携帯電話各社（イー・アクセスを除く。）で

は音声サービスについて最大７０～９５％の通信規制が行われたのに対し、ＰＨ

Ｓでは通信規制は行われず、ＰＨＳ間の通話は繋がりやすい状態にあった。 

また、携帯電話が移動体通信市場において圧倒的な市場規模を有し、主要な

通信手段となっていることは事実であるが、一方で、ＰＨＳは、市場規模は大きく

ないものの携帯電話と異なる特徴も有しており、医療機関において広く利用され

ている点なども含め、移動体通信市場において補完的な役割を果たしている。 

ＰＨＳは、固定電話網を活用した簡易な移動電話サービスとしてスタートし、サ

ービス開始当初は、人口カバー率も低く、通信可能エリアが限られるなど、携帯

電話との違いが見られた。その後、通信技術の発達や携帯電話との競争環境の

中で、サービス提供エリアや人口カバー率において、携帯電話とＰＨＳ間にサー

ビス開始当初のような差はなくなっていると考えられる。携帯電話及びＰＨＳは、

第４章で検討したとおり、音声サービス、データ通信サービスといった基本的サ

ービスでは共通しており、携帯電話間のサービスの違いと比しても、特段に大き

                                                
21 複数の基地局でカバーしトラヒックを分散処理できるシステム。 
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な違いはないと考えられる。 

携帯電話 PHS

音声通話 ○ ○

通話音質 ○ ○

無線方式 W-CDMA、CDMA2000、LTE TDMA

周波数帯 800MHz、1.5GHz、1.7GHz、2GHz 1.9GHz

サービス提供エリア 全国 全国

人口カバー率
NTTドコモ：100%、KDDI：99.9%、ソフトバンクモバイル：99.98%、

イー･アクセス：92.2%
99％

Eメール ○ ○

ショートメッセージサービス（ＳＭＳ）
○（事業者間での相互接続あり）

3.15円/送信
△（ライトメール）（1社のみのため相互接続の必要なし）

無料（一部のプランで有料 6.15円/送信）

基本料金 980円～1627円 1450円～

通話料金 45円/3分～（各社無料通話を除く） 40円/3分（無料通話を適用しない場合）

無料通話

○
（全社：自社携帯電話との無料通話可能）

（ｲｰ･ｱｸｾｽ：＋1400円で他社携帯電話・PHS・固定電話にも
無料通話可能）

○
（＋980円で携帯電話・固定電話にも無料通話可能）

緊急通報 ○ ○

番号ポータビリティ（MNP） ○ ×（１社のみのため必要なし）

ＭＶＮＯの参入 ○ ○

選択中継サービス(00XY)からの着信 ○ ×

着信課金サービス(0120、0800）への発信 ○ ○

統一番号サービス（0570）への発信 ○ ×

プリペイドサービスによる発信 ○ ○

災害用伝言板サービスの提供 ○ ○

フィルタリングサービスの提供義務 ○ ○

出典：各社ホームページ・事業者への聞き取り

資料１６．携帯電話・ＰＨＳのサービス提供状況等に関する比較 

２）主な意見 

ＮＴＴドコモからは、「ＰＨＳと携帯電話を同一のサービスと看做すことができる

のであれば、番号枯渇と関係なく番号ポータビリティは導入すべきであり、その

際には、当面の携帯電話番号の容量不足対策にもなる。ただし、ＰＨＳは独自

の発展を経て、異なる制度下に運営されてきたため、携帯電話との番号ポータ

ビリティ導入にあたっては、ＰＨＳユーザの通話料金の予見性、固定発の選択中

継サービスの利用、ショートメッセージサービスの利用可否に係る予見性、着信

課金サービスやナビダイヤルにおいて発信者識別の機能等の課題の解決が必

要である」旨の意見が示されている。 

ウィルコムからは、「携帯電話・ＰＨＳ間双方の番号ポータビリティが可能にな

れば、ユーザの選択肢が広がることにより市場の流動性が高まり、携帯電話市

場も含めた移動体通信として通信料金の多様化/低廉化が促進や、ユーザの

利便性向上に資する。当時携帯電話で番号ポータビリティが始まったことにより、

各社が競争促進の結果、様々な料金施策により利用者に多くメリットが生まれ

ている。ここでＰＨＳの各種定額サービスが番号ポータビリティにより利用できる

ようになることは、通信会社の競争にもつながり、ユーザへのメリットにつなが

る」旨の意見が示されている。 

固定電話事業者からは、「導入のメリットとしては、携帯電話・ＰＨＳの利便性
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向上に繋がる。導入のデメリットとしては、携帯電話とＰＨＳへの通話料金が異

なることから、利用者に通話料金がわかりにくくなる。実施にあたっては十分な

検討が必要である」旨の意見が示されている。 

３）考え方 

①番号ポータビリティに対する利用者のニーズ 

音声サービスの利用の中心が固定電話から移動通信端末へと移り、携帯

電話やＰＨＳといった移動通信端末は、一人一台を所有する利用環境へと変

化が生じている。このため、携帯電話やＰＨＳが利用する移動通信サービス

の電話番号については、個人と紐づいた形での利用が進展しており、事業者

間で同じ番号を継続的に使用できる番号ポータビリティに対する利用者の要

望は強いものと考えられる。 

携帯電話及びＰＨＳの利用者に対するアンケートでは、ＰＨＳ利用者の約３

８％、携帯電話利用者の約１５％が両サービス間の番号ポータビリティを利用

したいという結果となっている。 

現在の携帯電話の契約数が約１億２千万件であることや開始後約５年で

番号ポータビリティの利用率が約１１％であることに照らせば、約１５％という

結果は小さくはないと言える。ＰＨＳは、音声サービスの利用料金が携帯電話

に比べて低廉であり、より安価な音声サービスを求める利用者による番号ポ

ータビリティのニーズは一定程度あると考えられる。 

また、ＰＨＳ利用者のうち約３８％が利用したいという結果についても、これ

まで番号ポータビリティ制度がなかったＰＨＳ利用者からのニーズが高いので

はないかと考えられる。このため、音声サービスは同番号で利用したままで、

高速なデータ通信や豊富な携帯電話端末を利用したいと考えるＰＨＳの利用

者も一定程度あると考えられる。 
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資料１７．携帯電話の番号ポータビリティの利用状況 

このように、携帯電話とＰＨＳ間の番号ポータビリティを希望する一定数の

利用者が存在することから、番号ポータビリティの導入は、利用者が電話番

号を変更することなく携帯電話とＰＨＳを選択することが可能となり、利用者の

選択肢を広げることになるため、利用者利便の向上に一定の役割を果たすも

のと考えられる。 

②携帯電話及びＰＨＳの利用者への便益 

ア 直接的な便益 

これまで、携帯電話とＰＨＳ間は同一の番号で移転することができなかっ

たため、携帯電話とＰＨＳ間を移転する際は、基本的には、加入していた事

業者の店舗において元の契約を解約し、新たに加入する事業者の店舗に

おいて契約を行うことが必要であるとともに、それまで使用してきた電話番

号を変更し、新たな電話番号を会社の取引先、知り合い、家族、友人等に

周知する必要が生じていた。 

移動通信端末は個人利用が進展しており、電話番号も個人に紐づいた

利用が普及している。携帯電話とＰＨＳ間の番号ポータビリティが導入され

た場合、携帯電話とＰＨＳ間の移転の手続きが簡素化されるとともに、番号

ポータビリティの利用者は、事業者を変更する際に、電話番号の変更に伴

う番号変更の周知が不要となるなど、直接的な便益を受けることができる。 

イ 間接的な便益 
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携帯電話の番号ポータビリティの導入後、携帯電話事業者のＡＲＰＵ 22が

約１３％減少しており（経年予測との比較）、これまで、番号ポータビリティを

利用していない携帯電話利用者に対しても間接的な便益をもたらしている

と言える。 

携帯電話とＰＨＳの市場規模に違いはあるものの、番号ポータビリティの

導入は、これまで比較的高いとされてきた携帯電話の通話料金とＰＨＳの

通話料金が比較され、ＰＨＳが特徴とする通話相手を問わない定額通話サ

ービスの利用が増加すれば、携帯電話にも広がるなど、番号ポータビリテ

ィを利用しない利用者への間接的な便益が生じる可能性がある。 

（円）

約13％
程度の
低下

MNP導入（平成18年10月）

出典：平成２２年度「将来の番号ポータビリティに関する調査研究」（（株）野村総合研究所作成）  

資料１８．日本における携帯電話料金（ARPU）の変化

                                                
22 Average Revenue Per User の略。資料１８のＡＲＰＵ実績値は、ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ、ソフトバンク

モバイルのＡＲＰＵを３社の契約者数で加重平均することにより算出。 
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Ｈ１６ Ｈ１７

Ｈ１８ Ｈ１９

Ｈ２０ Ｈ２１

Ｈ２２ Ｈ２３

ウィルコム
ＰＨＳ間通話無料
Ｈ１８．１０．１８開始

ウィルコム
国内通話定額

Ｈ２２．１２．３開始

ウィルコム
自社間通話無料
Ｈ１７．５．１開始

ソフトバンクモバイル
自社間通話無料

Ｈ１８．１０．２６開始

ＫＤＤＩ
自社間通話無料
Ｈ２３．９．２８開始

イー・アクセス
自社間通話無料
Ｈ２０．３．２８開始

（音声サービス開始）

イー・アクセス
国内通話定額

Ｈ２３．１．１４開始

ＮＴＴドコモ
自社間通話定額

Ｈ２３．１１．２４開始

ＮＴＴドコモ
ＰＨＳ事業
Ｈ２０．１．７

終了

携帯電話間
ＭＮＰ

Ｈ１８．１０．２４
開始

 

資料１９．無料通話サービス及び定額通話サービス 各社導入時期 

③携帯電話とＰＨＳの競争環境 

現状では、携帯電話とＰＨＳ間の料金差があるため、番号ポータビリティを導

入すべきではないとの指摘がある一方で、事業者間の競争が更に進展し、携

帯電話とＰＨＳ間の料金差も縮小していくことを期待し、番号ポータビリティは

導入した方がよいとの指摘が見られた。また、今回の検討にあたっては、ＰＨＳ

事業者から、携帯電話からＰＨＳへの移転を希望する利用者からの同一の番

号で移転できるようにしてほしいとのニーズに基づいて、携帯電話との番号ポ

ータビリティに参加し、競争環境の実現に強い要望が示された。 

直近の携帯電話とＰＨＳの契約数の推移によれば、移動体通信市場におい

て契約者獲得の競争が行われており、携帯電話とＰＨＳ間の番号ポータビリテ

ィの導入により、料金・サービス面における競争が更に進み、サービスの多様

化や料金の低廉化が進む可能性がある。 
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NTTドコモ ａｕ ソフトバンクモバイル イー・アクセス ＰＨＳ

H22.10 H22.11 H22.12 H23.1 H23.2 H23.3 H23.4 H23.5 H23.6 H23.7 H23.8 H23.9

NTTドコモ 5.77 8.81 16.96 13.40 18.29 48.29 18.80 6.30 15.40 19.55 18.21 20.08

KDDI 5.84 8.23 9.54 6.70 14.30 26.16 14.01 11.09 10.22 10.81 7.30 12.53

ソフトバンクモバイル 32.42 27.66 32.49 24.06 27.01 49.81 23.93 29.90 19.17 24.50 23.90 27.57

イー・アクセス 6.08 5.06 7.14 8.15 5.48 5.80 7.44 7.50 7.37 8.50 7.50 7.80

ウィルコム -4.19 -4.45 -4.35 -0.04 2.96 7.48 5.51 13.29 5.40 4.63 5.51 5.67

出典：（社）電気通信事業者協会公表資料

携帯電話・PHSは、移動体通
信市場において事業者間で
契約者獲得の競争が行われ
ている。

資料２０．携帯電話・ＰＨＳの契約数増 

携帯電話とＰＨＳ間の番号ポータビリティの導入は、これまで携帯電話事業

者５社（沖縄セルラー電話も含む。）で行われてきた携帯電話間の番号ポータ

ビリティにＰＨＳが新たに加わることになり、サービス競争が促進され、移動体

通信市場がより競争的な市場となることが期待される。 

このように、携帯電話とＰＨＳ間の番号ポータビリティの導入は、移動体通信市

場における多様な通信手段の提供に資するとともに、番号ポータビリティの利用者

への直接的な便益だけでなく、携帯電話とＰＨＳ間の料金やサービス等に係る競

争を促進し、番号ポータビリティを直接利用しない者に対しても間接的な便益の向

上が見込まれる。こうしたことから、携帯電話とＰＨＳ間の番号ポータビリティを導

入することが適当である。 

携帯電話とＰＨＳ間の番号ポータビリティを導入した場合、利用者は携帯電話と

ＰＨＳ間の移転手続きの簡素化により、先に述べたような災害時等において音声

サービスが繋がりやすいことを理由に、災害時等においてコミュニケーションの重

要性から、ＰＨＳへの移転を希望する者にとってＰＨＳを選択しやすい環境がもたら

されると言える。 

また、同一番号のまま選択できる移動通信手段が増えることで、移動体通信市

場における多様な通信方式の利用を容易にし、我が国の移動体通信市場の発展

に資することとなると考えられる。 

なお、携帯電話とＰＨＳ間の番号ポータビリティの導入によって、今後の移動体
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通信市場における携帯電話とＰＨＳの料金・サービス競争がどのように進展するか

について、総務省は引き続き、市場動向を注視していく必要がある。 

（２）携帯電話とＰＨＳ間の番号ポータビリティ導入に伴う事業者対応について 

ア 選択中継サービス 

１）現状 

選択中継サービスは、固定電話から携帯電話への発信時に、００ＸＹ番号

（事業者識別番号）をプレフィックスとすることにより、通常の固定電話からの

発信よりも安価な通話料金で利用することが可能なサービスである。平成１６

年４月より携帯電話への発信に選択中継サービスは対応しているが、現在も

ＰＨＳへの発信には対応していない。 

携帯電話とＰＨＳ間の番号ポータビリティを導入した場合、固定電話の利用

者からの電話番号による識別が働かなくなるため、固定電話から選択中継サ

ービスを利用して携帯電話とＰＨＳへ発信した際の電話番号以外の識別方法

等についてについて検討を行うとともに、ＰＢＸやＡＣＲ機能付き電話端末の

設定変更等への対応について検討を行う。 

２）主な意見 

ＮＴＴドコモからは、「特に中継網選択サービスの利用可否については、ＰＢ

Ｘやビジネスホンにて自動ダイヤルが設定され、０Ａ０で機械的に判断され携

帯電話向けの場合のみ００XY を自動的にダイヤルしているケースも多く見ら

れ、０７０番号が携帯電話でも利用されればＣコードで判断するように設定変

更が必要になると思われる。上記の対策としては、ユーザへの周知徹底の他、

特殊な呼び出し音やガイダンスの提供等が考えられる。しかし、特殊な呼び出

し音を用いる場合、利用者の不要な混乱を防ぐ観点から、１種類程度として、

その意味内容も事業者間で統一されるべきと考える」旨の意見が示されてい

る。 

ＮＴＴ東西からは、「番号ポータビリティを導入し、現行の携帯事業者間番号

ポータビリティにて採用されているリダイレクション方式 23を採用した場合は、

各社の０７０番号を番ポ対象とする改修が必要と想定される。こうしたリダイレ

クションに係る改修費用については、当該機能を利用する携帯電話やＰＨＳ事

業者が応分の負担をすることが必要である」旨の意見が示されている。 

３）考え方 

                                                
23 リダイレクション方式は、発信元からポータビリティ番号を管理する交換機へ信号接続する。移転

先電話番号が移転元交換機から発信元へ通知される。発信元の電話交換機から移転先電話へ直

に回線接続を行う。最適化された接続経路となるため、回線使用料が安くなる。 
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①事業者によるネットワーク改修 

携帯電話とＰＨＳ間の番号ポータビリティを導入する場合に、選択中継サ

ービスから携帯電話とＰＨＳへ発信を可能とするためには、固定電話事業

者のネットワークにおいて、携帯電話とＰＨＳ間の料金精算のための事業者

コードによる識別やリダイレクション機能等の追加が必要となる。 

利用者利便の観点からは、携帯電話とＰＨＳの間で、選択中継サービス

から発信できる番号と発信できない番号が生じないためにも、選択中継サ

ービスからＰＨＳへの発信を可能とすることが望ましい。また、その際は、事

業者コードによる識別やリダイレクション機能等の追加による改修を行うこ

とが求められる。一方で、今後、更なるＩＰ化の進展により 0AB-JIP 電話（現

状、選択中継サービスを利用できない）が増加し、選択中継サービスの利

用が減少することも想定される。 

また、固定電話、携帯電話に関わらず、電話番号へ発信した際は、呼損

とならずに、基本的には電話がつながることが望ましいことから、ＰＨＳへの

選択中継サービスからの発信に対応することにより、ＰＨＳへの呼が接続さ

れることを確保すべきとの指摘がある。 
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資料２１．0AB～JIP 電話の利用数推移 

この点に関しては、技術的に困難との意見はないため、携帯電話の需要増

加が見込まれる中、携帯電話及びＰＨＳの利用動向や選択中継サービスの利

用動向を注視しつつ、関係事業者の過度な経済的負担とならない限りは、選

択中継サービスに対応することが求められる。 
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また、固定電話から携帯電話への発信において携帯電話事業者間の料金

差があり、これを識別する仕組みの導入について検討を要するが、携帯電話

とＰＨＳの料金差が生じている現状においては、番号ポータビリティの導入に

あたって、ＰＨＳ事業者において、携帯電話ではなくＰＨＳへの発信であること

を利用者が識別できる仕組みを導入し、利用者保護を図ることが適当であ

る。 

こうした、選択中継サービスを利用した携帯電話やＰＨＳへの発信に必要な

ネットワーク改修等が円滑に行われるよう、総務省による関係事業者間の検

討状況のフォローアップや、必要に応じて調整の場を設けるなどの対応が求

められる。 

固定電話網Ａ ＰＨＳ網Ｃ

携帯電話網Ｂ

ＧＣ ＧＳ

ＭＣＣ

ＩＴＸ

ＩＴＸ

ＧＳ

ＧＳ

識別音が
流れる

ＭＣＣ

携帯電話網Ｄ

ＧＳ ＭＣＣ

ＰＨＳを識別できるよ
う交換機側を改修

ＧＳ：中継交換機
ＧＣ：加入者交換機
ＭＣＣ：携帯電話交換機
ＩＴＸ：ＩＰ中継交換機

識別音が
流れる

識別音は
流れない

識別音が
流れる

固定電話からＰＨＳへ
発信した場合

ＰＨＳからＰＨＳへ
発信した場合

携帯電話から携帯電話へ
発信した場合

携帯電話からＰＨＳへ
発信した場合

資料２２．携帯電話とＰＨＳ間の電話番号以外での識別方法（例） 
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発信事業者

GC

IC/IGS

００ＸＹ
＋

０８０／０９０
／０７０ ＣＤＥ

サービス提供
事業者

中継事業者 携帯電話事業者

基地局

GSGS

経由する
場合あり料金系システム

GS

：機能追加部分

００ＸＹ
＋

０７０
ＣＤＥ

ＭＮＰなし ＭＮＰあり

０７０開放 ０７０開放＋携帯・ＰＨＳ間のＭＮＰ

・ＰＨＳと携帯を識別する機能の追加（０７０－Ｃで識別） ・ＰＨＳと携帯を識別する機能の追加、料金系システムの
改修（事業者コード等で識別）
・ＰＨＳに対するリダイレクション機能の追加

資料２３．選択中継サービスの改修に係る概要図 

②電話端末の設定変更等への対応 

選択中継サービスから、０７０番号の携帯電話やＰＨＳへの発信を可能と

するための事業者ネットワークの改修と併せて、以下のＰＢＸやＡＣＲ機能

付き電話端末による等が必要となる。 

法人等で利用されているＰＢＸについては、０７０番号の携帯電話及びＰ

ＨＳへの発信に対応するための改修等を行う必要がある。 

既存のＡＣＲ機能付き電話端末においては、０９０及び０８０番号へ発信

する際に自動的に００ＸＹ番号を付加する機能が基本的機能として備わっ

ている 24。このため、携帯電話とＰＨＳ間の番号ポータビリティを導入する場

合は、現状では、ＰＨＳは選択中継サービスからの発信に対応していない

ものの、呼損を防ぎ、携帯電話と識別性を意識することなく利用可能とする

ため、ＰＨＳ事業者と固定電話事業者において選択中継サービスからの発

信に対応することが求められる 25。 

なお、選択中継サービスを利用して０７０番号へ発信する際には、００ＸＹ

から発信するよう周知すべきである。 

イ 着信課金サービス（０１２０、０８００）、統一番号サービス（０５７０）、プリペイドサ

                                                
24 電話端末において、００ＸＹの自動付加機能を一時的に解除するために００００（電話機メーカーに

よって異なる）をダイヤルすることで、選択中継サービスに対応していない電話番号へも発信するこ

とが可能。 
25 ０７０番号へ発信する際は、ＡＣＲ機能付き電話端末において自動的に００ＸＹ番号が付加されない

ため、００ＸＹ発信が必要。 
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ービス 

１）現状 

着信課金サービス（０１２０、０８００）とプリペイドサービスは、現時点において、

携帯電話でもＰＨＳでも利用することができる。一方で、統一番号サービス（０５７

０）は、ＰＨＳでは利用することができない。これらを踏まえて、携帯電話とＰＨＳ

の０７０番号の共用や携帯電話とＰＨＳ間の番号ポータビリティの導入における

事業者のネットワーク改修等の対応について検討を行う必要がある。 

２）主な意見 

ＫＤＤＩからは、「ＭＮＰの実施に当たっては課題解決が必要となる。着信課金

サービス（０１２０／０８００）では携帯電話とＰＨＳを識別しており、発番号でその

識別をしている場合、識別不可となる。また、プリペイドカードでプリペイドカード

事業者が携帯発着とＰＨＳ発着で料金を分けている場合、番号による識別が不

可となる」旨の意見が示されている。 

３）考え方 

携帯電話とＰＨＳ間の番号ポータビリティを導入する場合は、携帯電話又は

ＰＨＳを識別するための、料金精算等に必要な範囲において、事業者コード等

により携帯電話とＰＨＳを識別可能とするための事業者ネットワークの改修が

必要となる。 

利用者利便の観点からは、０７０番号の共用による携帯電話からの着信課

金サービス、プリペイドサービスへの対応については、これまでも携帯電話及

びＰＨＳから利用可能であったことを考慮すると、携帯電話及びＰＨＳの利用者

と着信課金サービス等の利用者の利便性を損なわないために、これらのサー

ビスの利用状況を注視しつつも、引き続き、携帯電話及びＰＨＳからの発信を

可能とすることが求められる。 
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携帯電話事業者

基地局

GS

サービス提供事業者

SCP

GS

０７０開放 ０７０開放＋携帯・ＰＨＳ間のＭＮＰ

・PHSと携帯を識別する機能（０７０－Ｃで識別） ・PHSと携帯を識別する機能（事業者コード等で識別）

：機能追加部分

資料２４．プリペイドサービスの改修に係る概要図 

また、携帯電話から統一番号サービスの利用についても、これまで利用可能

であったことを考慮すると、携帯電話の利用者の利便性を損なわないため、引

き続きサービスの利用を可能とすることが求められる。 

一方、これまでＰＨＳからは利用できなかった統一番号サービスへの対応に

ついては、選択中継サービスのように固定電話の利用者が携帯電話やＰＨＳへ

の発信する際の料金や電話番号による識別等に影響が生じるものではなく、Ｐ

ＨＳからの利用に影響が限定されることから、ＰＨＳ利用者に対する統一番号サ

ービスへの対応に関する周知を行うなど、自主的な取組に委ねられる。 

こうした、携帯電話及びＰＨＳから着信課金サービス等への発信に必要なネ

ットワーク改修等が円滑に行われるよう、総務省による関係事業者間の検討状

況のフォローアップや、必要に応じて調整の場を設けるなどの対応が求められ

る。 
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サービス提供事業者 着信事業者携帯電話事業者

GS

GC

IC/IGS

基地局

GS

SCP

料金系システム

０７０開放 ０７０開放＋携帯・ＰＨＳ間のＭＮＰ

・PHSと携帯を識別する機能の追加（０７０－Ｃで識別） ・PHSと携帯を識別する機能の追加、料金系システムの
改修（事業者コード等で識別）

：機能追加部分

資料２５．統一番号サービスの改修に係る概要図 

 

他事業者

着信事業者

GS

サービス提供事業者携帯電話事業者

基地局

GS

SCP

IC/IGS
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GS

料金系システム

０７０開放 ０７０開放＋携帯・ＰＨＳ間のＭＮＰ

・PHSと携帯を識別する機能の追加（０７０－Ｃで識別） ・PHSと携帯を識別する機能の追加、料金系システムの
改修（事業者コード等で識別）

：機能追加部分

資料２６．着信課金サービスの改修に係る概要図 

ウ ＳＭＳ（ショートメッセージサービス） 

１）現状 

平成２３年７月１３日より携帯電話間のＳＭＳ相互接続が開始された。携帯
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電話とＰＨＳ間の番号ポータビリティを導入することにより、携帯電話・ＰＨＳ

間のＳＭＳ相互接続を実現するかについての検討を行った。 

２）主な意見 

ＫＤＤＩからは、「携帯電話間のＳＭＳ相互接続を２０１１年７月から実施す

るが、ＰＨＳもサポートすべきか。ＰＨＳがサポートしない場合、携帯電話から

番号ポータビリティによりＰＨＳへ移転した利用者はＳＭＳサービス提供がで

きなくなる」旨の意見が示されている。 

３）考え方 

携帯電話間のＳＭＳ相互接続が実現している一方で、携帯電話とＰＨＳ間

ではＳＭＳサービスは実現されていない。現在のところ、ＳＭＳ相互接続は制

度上の義務ではないが、携帯電話とＰＨＳ間の番号ポータビリティが導入さ

れる場合には、利用者から見て、相手先が携帯電話に加入しているかＰＨＳ

に加入しているかによって、ＳＭＳサービスにおける発着信の可否が生じな

いことが分かりやすい。 

携帯電話・ＰＨＳ間においてＳＭＳ相互接続を行うためには、携帯電話に

おけるＳＭＳのプロトコルに対応する機能を追加する必要があり、改修のた

め相応のコストや期間を要する。総務省においては、それらの課題について、

まずは事業者間協議による合意形成を図りつつ、協議状況を注視すること

が必要である。また、関係事業者においては、新たに接続するＳＭＳサービ

スへの利用の増加の見込み等により、設備投資が関係事業者の過度の負

担とならない限り、利用者利便の向上の観点から、将来的なＳＭＳ相互接続

の実現に向けた検討を進めることが適当である。 

（３）携帯電話とＰＨＳ間の番号ポータビリティ導入に伴う利用者保護について 

１）主な意見 

ウィルコムからは、「携帯電話の通話料金等については、コール毎の各社間

の差異は小さくなっており、オプションによる定額先（範囲）が各社によって大きく

異なる。ＰＨＳが番号ポータビリティに参加することにより、料金の多様化・低廉

化につながることが利用者にとっての最大のメリット。ただし、ＰＨＳが提供する０

７０定額が分かりにくくなるといったデメリットもあり、他事業者で実現されている

様な呼出音等で相手が定額対象のＰＨＳであることを判別可能とすることが必

要」である旨の意見が示されている。 

固定電話事業者からは、「現状、通話先が携帯とＰＨＳの場合で、料金が異な

っている。そのため利用者が、接続先が携帯かＰＨＳか分からなくなる。影響改

善策としては、携帯・ＰＨＳ事業者側で接続前にトーキを流す等の対応が考えら

れる」旨の意見が示されている。 

固定電話事業者からは、「一般的に固定電話等から携帯電話とＰＨＳへ発信
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する際の通話料金体系は大きく異なっており、利用者はその電話番号から相手

が携帯電話かＰＨＳかを判別してその通話料金をおおよそ想定することができ

る。しかし、携帯電話とＰＨＳとの間で番号ポータビリティが導入されると、固定

電話等からの発信者は電話番号からは相手が携帯電話かＰＨＳか判別するこ

とができなくなるために、通話料金の水準もイメージできない状態で通話するこ

とになる。これは消費者保護の観点からは好ましくないものと考える」旨の意見

が示されている。 

２）考え方 

携帯電話及びＰＨＳの利用者を対象としたアンケートでは、電話番号による携

帯電話かＰＨＳかの識別は、「必要ない」、「どちらかというと必要ない」との回答

が約４２％、「必要である」、「どちらかというと必要である」との回答が約３７％と

いう結果になっている。「必要である」、「どちらかというと必要である」という回答

の過半数は、携帯電話とＰＨＳとの料金差を理由に挙げており、番号ポータビリ

ティの導入にあたっては、利用者保護の観点から、携帯電話とＰＨＳとの料金差

に関する識別性確保に向けた措置の検討が必要である。 

携帯電話とＰＨＳの料金体系については、これまでの携帯電話事業者間の競

争の結果、通話料金の低下が見られ、その結果、携帯電話とＰＨＳ間の料金差

は縮小している。しかしながら、固定電話から選択中継サービスを利用せずに

発信する際は、現在、携帯電話への発信は３分当たり７０円～１２０円（携帯電

話事業者によって異なる）、ＰＨＳへの発信は４０円～１３０円（距離に依存）とな

っており、携帯電話とＰＨＳとの料金体系の違いについて事業者や国から利用

者に周知するよう努めることが適当である。また、現状の料金設定の在り方に

ついて関係事業者間において必要な見直しを行うことが必要と考えられる。 
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0AB～J IP電話発 加入電話発（選択中継サービスを利用した場合）

固定

携帯

ＮＴＴ東日本 KDDI
ソフトバンク
テレコム

ＮＴＴ東日本
（００３６）

ＮＴＴコミュニ
ケーションズ
（００３３）

ＫＤＤＩ
（００７７）

ソフトバンク
テレコム
（００８８）

フュージョン・コ
ミュニケーショ
ンズ
（００３８）

ＮＴＴドコモ 48 48 75 48

49.5 49.5 54 54

ＫＤＤＩ
（沖縄セルラー含む） 52.5 46.5 75 52.5

ソフトバンクモバイル 52.5 48 75 52.5

イー・アクセス 48 48 75 48

ウィルコム 40 40 40 － － － － －

平日昼間３分間

２０１１年３月末現在（単位：円・税別）固定発携帯着の主な通話料金（固定電話事業者が設定する場合）

00.3 01.3 02.3 03.3 04.3 05.3 06.3 07.3 08.3 09.3 10.3 11.3

ＮＴＴドコモ 110 80 80 80 70 70 70 70 70 70 70 70～90※

ＫＤＤＩ
（沖縄セルラー含む）

170 170 120 120 90 90 90 90 90 90 90 90～120※

ソフトバンクモバイル 150 150 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

イー・アクセス － － － － － － － － 90 90 90 90

ウィルコム － － － － － 40 40 40 40 40 40 40～130※

固定発携帯・ＰＨＳ着の主な通話料金（携帯電話・ＰＨＳ事業者が設定する場合） （単位：円・税別）

出典：総務省「電気通信事業分野における競争状況の評価2010」、各社ホームページ

※料金はエリア又は距離により異なる。

平日昼間３分間

資料２７．固定発携帯・ＰＨＳ着の主な通話料金 

また、無料通話サービスが提供されているＰＨＳ間の通話や固定電話及び携

帯電話からのＰＨＳへの発信に係る識別音の挿入（一部の携帯電話間の通話

では導入されている）による識別性の確保については、無料通話の相手先が分

かっている場合は、あえて識別音の挿入による識別は不要との意見もあるもの

の、利用者保護に資すると認められる。このため、料金差が生じている現状に

おいては、ＰＨＳ事業者において、ＰＨＳへの発信の際に携帯電話と識別できる

仕組みを導入することが適当である。 

（４）携帯電話とＰＨＳ間の番号ポータビリティの導入による公正競争の確保ついて 

１）主な意見 

ＮＴＴドコモからは、「公正競争の観点から特定の事業者が優位に取り扱われ

ること等がないような配慮が必要。仮に特定の事業者が先行してＭＮＰを実施す

ると、公正競争上の問題があることに加えて、特定の番号は特定の事業者しか

選択できない等の不利益が生じ、ＭＮＰ条件が複雑化し却って利便性を損なう結

果となる」旨の意見が示されている。 

ＫＤＤＩからは、「ＰＨＳとのＭＮＰの実施に当たっては全携帯電話事業者一斉

実施とすべき。現行のＭＮＰは全移動体事業者が実施していることから、ＰＨＳと

のＭＮＰが一部事業者だけの実施になると利用者が混乱する」旨の意見が示さ

れている。 

２）考え方 
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番号ポータビリティの導入にあたっては、携帯電話・ＰＨＳにおける公正競争

の観点から、特定の事業者が有利な立場により番号ポータビリティが行われる

ことがないよう、競争中立的な制度とすることが重要である。このため、事業者

は、番号ポータビリティの実施にあたっては、特定の事業者との間で有利または

不利な条件を結ぶことがないよう、公平に番号ポータビリティが行われるよう努

めなければならない。 

利用者利便の観点からは、一部の事業者間においてのみの利用可能とする

と、契約している携帯電話事業者によってＰＨＳへの番号ポータビリティが利用

できないことになり、番号ポータビリティの仕組みが複雑となるなど、利用者の

利便性を損なうため、携帯電話の番号ポータビリティと同様、特定の事業者間

だけでなく全社によって実施されることが適当である。 

（５）携帯電話とＰＨＳ間の番号ポータビリティの導入時期について 

１）主な意見 

ＮＴＴドコモからは、「現行の番号ポータビリティの方式を採用し、ポートアウト

後のユーザへも音声呼を接続するための機能を提供することに限定すれば、２

年程度の準備期間があれば対応可能となる」旨の意見が示されている。 

ＫＤＤＩからは、「実施可能時期は、ＭＮＰの仕様により改修期間が異なると想

定する」旨の意見が示されている。 

２）考え方 

①０７０番号の共用開始と番号ポータビリティの導入のタイミング 

携帯電話及びＰＨＳの０７０番号の共用と番号ポータビリティの導入時期につ

いては、０７０番号の共用は、携帯電話の電話番号の不足への対策であるため

早期に実施すべき可能性があることから、番号ポータビリティの導入時期と同

時にすべきではないとの指摘がある。一方で、０７０番号の共用と番号ポータビ

リティの導入時期を合わせて、同時にネットワーク改修に取り組むことが効率的

ではないかとの指摘がある。 

ここまでの検討から、携帯電話の電話番号の不足に備えて行う０７０開放と利

用者利便の向上等の観点から行う番号ポータビリティの導入は、事業者による

ネットワーク改修の点において重複する点も多いものの、利用者保護に係る周

知や識別の仕組みの導入等、確認すべき点も別途あることから、電話番号の不

足を解消するために早期に実施すべき０７０番号の導入時期とは、必ずしも同時

に行うべきとする必要性はないと考えられる。なお、事業者ごとにネットワーク改

修の内容は異なるため、改修を同時に行うか、別に行うか、いずれが効率的か

という点については、基本的には事業者の判断に委ねられる。 

②携帯電話とＰＨＳ間の番号ポータビリティの導入時期について 
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携帯電話の番号ポータビリティでは、平成１６年４月に取りまとめられた総務

省研究会の答申において２～３年の期間のうちに導入する目途が示され、平成

１８年１０月に導入された。また、平成１８年２月に携帯電話の番号ポータビリテ

ィ導入に係る制度改正を行って以降、利用者への周知が積極的に行われた。 

携帯電話とＰＨＳ間の番号ポータビリティの導入にあたっても、①事業者によ

るネットワーク改修に必要な期間、②利用者への周知に必要な期間を考慮する

ことが求められる。 

事業者ネットワークの改修に必要な期間に関しては、携帯電話側のＰＨＳへの

番号ポータビリティ機能の実装のほか、ＰＨＳにおいては、既存の携帯電話の番

号ポータビリティの仕組みを新たに導入する必要があるため、こうしたＰＨＳ事業

者による準備や携帯電話とＰＨＳ間の調整等を踏まえて、事業者ネットワークの

改修に要する期間として、２～３年程度の期間が必要と見込まれる。関係事業

者は、番号ポータビリティ導入を円滑に進めるため、その技術的仕様やコスト等

について早期に明らかにする必要がある。 

利用者への周知に必要な期間については、携帯電話とＰＨＳ間の番号ポータ

ビリティの導入に伴い、両サービスの内容や料金等に関する十分な周知期間を

おいて、導入されることが適当である。 

このため、総務省や関係事業者は、携帯電話やＰＨＳ、固定電話の利用者に

対し、携帯電話とＰＨＳ間の番号ポータビリティの導入に関する周知広報に努め

るとともに、準備状況等に係るフォローアップを行いつつ、平成２６年度内の導入

を目指し、必要な事業者ネットワーク等の改修や調整に取り組むことが適当であ

る。 

 その上で、総務省においては、携帯電話やＰＨＳの利用状況を注視しつつ、事

業者ネットワークの改修に必要な期間や利用者への周知に必要な期間、準備状

況を踏まえて、番号ポータビリティが円滑に実施されるよう、ガイドラインを含め、

必要な制度整備等の検討が求められる。 

なお、最終的に、携帯電話とＰＨＳ間の番号ポータビリティの導入にあたって

は、利用者保護の観点から、第５章で検討した選択中継サービスをはじめとする

各種サービスに基本的にはＰＨＳが対応するなど、利用者から見て携帯電話とＰ

ＨＳとの識別性に関する混乱が生じないことを条件とすることが適当である。 
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第６章 電気通信番号の指定要件の在り方について 

これまで、電気通信番号の指定を受ける事業者に対し、ＮＴＴ東西の第一種指

定電気通信設備との直接接続を要件としてきたが、ネットワークのＩＰ網への移行

が進展する状況を踏まえ、他の電気通信事業者の網を介した間接接続による電

気通信番号の指定を可能とすることについて検討を行った。 

１）現状 

現在、電気通信番号のうち、０５０及び０６０以外の番号については、第一種

指定電気通信設備と直接の網間信号接続を行うことが電気通信番号規則にお

いて指定要件となっている。 

２）主な意見 

ＮＴＴドコモからは、「制定の趣旨を逸脱しない範囲の改正であれば特に問題

はない。網を経由することにより一般的に、通信品質の劣化や、遅延、故障率

の増加が想定されるが、それらについての各ネットワークに配分等する基準が

ない状況では、実質影響は少ないと想定される」旨の意見が示されている。 

ソフトバンクからは、「現行の技術基準を満たした上での提供であれば特に問

題は生じない。第一種指定電気通信設備とのＰＯＩ構築において、維持費用の

軽減に繋がり、ひいては競争力の向上、サービスの充実に繋がる」旨の意見が

示されている。 

イー・アクセスからは、「市場環境の変化に応じた規制緩和を行うことは重要

であり、網間信号接続による間接接続を認めることはこれに資する。また、間接

接続であっても十分な通信品質の確保を図ることができる」旨の意見が示され

ている。 

３）考え方 

現在、電話番号の指定においては、ＮＴＴ東西の第一種指定電気通信設備と

の直接接続を指定の要件としている。本規定は、平成１６年に、多くの加入者を

擁する設備とネットワーク間において直接接続することにより、利用者が多くの

加入者との間で安定的な電話サービスを享受できることを目的に創設された。 

現在、第一種指定電気通信設備と直接接続している携帯電話事業者や中継

事業者のネットワークの性能向上により、技術基準適合確認等の規定を遵守し

ている環境においては、中継事業者等のネットワークとの間接接続による品質

劣化や遅延等の技術的な問題は生じるおそれは少ない。 
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事業者からのヒアリングにおいても、多くの事業者から、現状サービスを同品

質で間接接続にて提供可能との回答となっており、技術基準等を満たした上で

の間接接続であれば、他網との間における相互接続点（ＰＯＩ）の構築において、

維持費用の軽減になり、競争力の向上、新規参入事業者によるサービスの拡

充に結びつくものと考えられる。 

 電気通信番号の指定を受ける事業者に対し、「第一種指定電気通信設備との網間信号
接続」に係る要件を規定。

 当該設備との網間信号接続において、他の電気通信事業者の網を介した接続形態等が
可能となれば、更なるサービス形態の多様化や利用料金の低廉化が期待。

中継
交換機

加入者
交換機

加入者
交換機

電気通信番号の指定を受ける事業者の網

○サービス形態の多様化の例

中継
交換機

加入者
交換機

中継
交換機

加入者
交換機

加入者
交換機

電気通信番号の指定を受ける事業者の網

中継
交換機

加入者
交換機

他事業者の網

（新たなサービス形態の例）

：第一種指定電気通信設備

（現状）

資料２８．網間信号接続に関する指定要件 

このため、固定電話や携帯電話をはじめ電話番号の指定に当たっての第一

種指定電気通信設備との直接接続の要件を見直し、現状サービスの品質から

劣化が生じないことが確認されれば、一の事業者の網を介した間接接続による

電話番号の指定を可能とすることが適当である。 
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おわりに 

本答申は、近年の携帯電話市場における契約数の増加と電話番号の需要増加

により、平成２６年初頭には電話番号数の不足が想定される中で、新たな携帯電話

の電話番号の拡大方策について検討を行ったものである。また、ネットワークのＩＰ網

への移行が進展する状況を踏まえ、第一種電気通信設備との直接接続という電気

通信番号の指定要件について併せて検討を行ったものである。 

 携帯電話の電話番号の拡大策としては、まずは平成２４年より、短期的にとりうる

措置として携帯電話の電話番号の指定方法の変更を行うこととしている。さらに、指

定方法の変更によっては電話番号の不足を解消できない場合は０９０－０番号の開

放についても提言している。 

中長期的な携帯電話の電話番号数の拡大策として、新たに０７０番号を携帯電話

の電話番号として開放するよう提言している。０７０番号はＰＨＳの番号として利用さ

れてきたが、携帯電話とＰＨＳは移動通信サービスとして基本的サービスが一致して

いることから、同じ番号の利用を認めるものである。０７０番号の携帯電話への開放

によって、約７，０００万番号の利用が可能となり、Ｍ２Ｍサービス等による急激な番

号需要が生じない限り、約１０年間の番号利用が可能となる。このため、電話番号の

不足が想定される平成２６年初頭までには、携帯電話の電話番号として０７０番号を

利用可能とするよう提言するものである。 

続いて、携帯電話とＰＨＳが同じ０７０番号を利用する場合、既に携帯電話間で行

われている番号ポータビリティの対象をＰＨＳへも拡げることについて検討を行った。

番号ポータビリティについては、特にＰＨＳ事業者から強い要望が寄せられたこと、ま

た、ＰＨＳの利用者、携帯電話の利用者からもそれぞれ番号ポータビリティを利用し

たいというニーズが示されたこと、料金・サービス競争が更に進展すること、ＰＨＳを

加えた多様な通信手段の利用を容易にすること、といった理由により携帯電話とＰＨ

Ｓ間の番号ポータビリティについては、平成２６年度内の導入を目標として総務省や

関係事業者による必要な改修や周知に取り組むよう提言している。 

ＰＨＳとの番号ポータビリティの導入にあたっては、固定電話と携帯電話及びＰＨＳ

間の発着信に係る他の選択中継サービス等に影響があることから、第５章において、

ＰＨＳ側の交換機等において識別音等を導入し、携帯電話とＰＨＳの識別性を確保す

る措置により携帯電話との識別を図ることとし、また、導入によって利用者が混乱を

生じないことを最終的な番号ポータビリティ導入の条件としており、関係事業者を含

めた適切な対応が求められる。 

その他、第一種電気通信設備との直接接続という電気通信番号の指定要件の緩

和については、多くの事業者から、現状サービスを同品質で間接接続にて提供でき
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るとの回答があり、新規参入事業者によるサービスの拡充等に結びつくため、一の

事業者の網を介した間接接続による電話番号の指定を可能とするよう提言してい

る。 

最後に、総務省においては、本答申において講ずるべきとされている取組等を速

やかに行うとともに、今後、本答申において検討を行った電気通信番号に関連する

市場環境の変化を注視しつつ、電気通信番号の在り方に関する新たな課題等が生

じた場合は、適時適切に検討を行っていく必要がある。 
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参 考 

本答申において使用した利用者アンケートの概要について 

 

 調査名称  電話番号に関するアンケート 

 調査方法  インターネット調査 

 調査対象  全国の消費者モニター（goo リサーチ） 

 調査実施期間 2011 年 1 月 7 日～2011 年 1 月 11 日 

 総回答数  1273 

 調査機関  ＮＴＴレゾナント株式会社 

 

性別 男性
57%

女性
43%

 

男性   ：   731 

女性   ：   542 

年代別 

１０代
2%

２０代
14%

３０代
31%４０代

31%

５０代
16%

６０代

以上
6%

 

１０代   ：   19 

２０代   ：  172 

３０代   ：  398 

４０代   ：  395 

５０代   ：  208 

６０代以上：   81 
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（１）電話番号による携帯電話とＰＨＳの識別について 

Ｑ１．電話番号から、「携帯電話」か「ＰＨＳ」か、識別する必要はあると考えますか？ 

17%

20%

23%

19%

21%

Ａ１：必要

Ａ２：どちらかというと必要

Ａ３：どちらともいえない

Ａ４：どちらかというと必要ない

Ａ５：必要ない
 

回答数 

Ａ１ ： 217 

Ａ２ ： 254 

Ａ３ ： 291 

Ａ４ ： 240 

Ａ５ ： 271 

全体のうち携帯電話とＰＨＳとで番号による識別を「必要」「どちらかといえば必要」と

回答した人（４７１）を対象とした質問 

Ｑ１－１．携帯電話サービスとＰＨＳサービスの番号での識別を「必要である」とお答

えした理由を教えて下さい。 

56%
39%

3% 2%

Ａ１：料金が異なるから

Ａ２：料金以外の部分で別物だから

Ａ３：識別できると便利だから

Ａ４：その他

 

Ａ１ ： 265 

Ａ２ ： 183 

Ａ３ ：  15 

Ａ４ ：   8 

Ｑ１－２．上記のようにＰＨＳ用の番号としていた０７０番号をＰＨＳと携帯電話双方の

番号とし、両者の区別を０７０の次にくる番号で行うことについてあなたはど

う考えますか。 

64%

35%

1%

Ａ１：特に問題はない

Ａ２：問題がある

Ａ３：その他

 

Ａ１ ： 300 

Ａ２ ： 165 

Ａ３ ：   6 
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（２）携帯電話とＰＨＳの番号ポータビリティについて 

Ｑ２．携帯電話とＰＨＳ間で番号ポータビリティが可能となった場合、現在使用してい

る電話番号はそのままで、携帯電話（又はＰＨＳ）を解約してＰＨＳ（又は携帯電

話）を利用したいと思いますか。 

3%

12%

49%

36%

Ａ１：ぜひ利用したいと思う Ａ２：利用したいと思う

Ａ３：あまり利用したいと思わない Ａ４：全く利用したいと思わない

14%

24%

45%

17%

携帯電話利用者 ＰＨＳ利用者

 

回答数 

携帯電話 

利用者 

ＰＨＳ 

利用者 

Ａ１：  30 

Ａ２： 109 

Ａ３： 471 

Ａ４： 348 

Ａ１：  44 

Ａ２：  77 

Ａ３： 141 

Ａ４：  53 

 


